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第
一
節　

問
題
の
所
在

　

本
研
究
は
、『
釈
論
』
が
日
本
に
請
来
さ
れ
た
直
後
に
起
こ
る
、
請
来
者
・
撰

述
者
等
に
対
す
る
伝
承
に
つ
い
て
、
周
辺
資
料
を
整
理
す
る
こ
と
で
新
た
な
知
見

を
呈
示
し
た
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
概
説
さ

れ
て
お
り
（
２
）、

い
ず
れ
も
『
釈
論
』
の
真
偽
説
を
取
り
巻
く
概
要
を
指
摘
す
る
に
留

ま
り
、
根
本
資
料
に
対
す
る
検
討
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

本
研
究
で
は
、
従
来
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
基
礎
的
な
資
料
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
幾
つ
か
の
点
を
再
検
証
し
た
い
。
そ
れ
は
以
下
の

二
点
で
あ
る
。
①
戒
明
が
『
釈
論
』
を
請
来
し
た
の
は
何
時
頃
で
、
そ
の
後
、
だ

れ
が
最
初
に
偽
撰
説
を
唱
え
た
の
か
。
②
作
者
（
撰
述
者
）
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
人
物
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

　

そ
の
上
で
、
古
来
、
議
論
さ
れ
て
き
た
真
偽
問
題
の
説
が
、
現
代
の
先
行
研
究

に
お
い
て
有
効
な
資
料
と
な
り
得
る
の
か
と
い
う
点
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
な

お
、
本
研
究
に
お
い
て
主
に
取
り
扱
う
資
料
と
し
て
、『
釈
論
』
請
来
時
の
動
向

や
成
立
に
つ
い
て
偽
撰
と
真
撰
の
両
説
を
集
成
し
分
析
を
試
み
て
い
る
、
杲
宝

（
一
三
〇
六
〜
一
三
六
二
）
記
・
賢
宝
（
一
三
三
八
〜
一
三
九
八
）
補
の
『
宝
冊

鈔
』
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
節　
『
釈
論
』
撰
述
に
つ
い
て
の
論
難

　
　
　
　

―
三
船
と
最
澄
の
説
―

　
『
釈
論
』
に
対
し
偽
撰
説
を
主
張
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
、
淡
海
三
船

（
七
七
二
〜
七
八
五
）
と
最
澄
（
七
六
七
〜
八
二
二
）
の
論
難
の
内
容
を
概
観
す

る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
三
船
の
論
難
に
つ
い
て
は
、
不
審
な
点
が
あ
る
た

め
取
り
扱
い
に
は
慎
重
を
期
す
べ
き
と
考
え
る
。

　

○
淡
海
三
船
の
説
（
３
）

　

⑴ 

序
文
に
あ
る
「
迴
天
鳳
威
姚
興
皇
帝
製
」
の
う
ち
、「
姚
興
」
は
後
秦
の
皇

帝
で
あ
り
、
大
秦
皇
帝
と
称
し
、
没
後
文
桓
皇
帝
と
称
し
た
人
物
で
あ
る

が
、「
迴
天
鳳
威
」
と
い
う
称
号
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
の
は
こ
れ
ま
で
未

見
で
あ
る
。

　

⑵ 

「
姚
興
皇
帝
」
の
姓
名
表
記
も
「
姚
」
が
姓
で
「
興
」
が
名
で
あ
る
か
ら
皇

帝
の
姓
名
を
取
っ
て
表
記
す
る
の
も
通
常
の
作
例
か
ら
異
な
る
。

『
釈
摩
訶
衍
論
』
請
来
に
関
す
る
伝
承
の
検
討

│
請
来
者
・
撰
述
者
等
に
対
す
る
周
辺
資
料
の
整
理
│（

１
）

関
　

悠

倫
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⑶ 

『
起
信
論
』
は
承
聖
三
年
（
五
五
四
）
に
真
諦
三
蔵
に
よ
り
訳
出
さ
れ
た
と

史
実
に
あ
る
。
だ
が
『
釈
論
』
の
序
を
見
れ
ば
真
諦
訳
出
よ
り
一
五
三
年
前

に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
撰
述
年
代
に
不
自
然
な
点
が
あ
る
。

　

⑷ 

『
起
信
論
』
は
文
体
が
し
っ
か
り
し
て
理
路
整
然
と
し
て
い
る
が
、『
釈
論
』

は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
到
底
、
竜
樹
作
と
は
見
做
せ
な
い
。

　

○
最
澄
の
説
（
４
）

　

① 

『
釈
論
』
の
翻
訳
に
携
わ
っ
た
「
筏
提
摩
多
三
蔵
」
な
る
人
物
に
つ
い
て
の

記
録
が
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

② 

隋
唐
代
の
目
録
に
お
い
て
『
釈
論
』
の
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
。

　

③ 

『
釈
論
』
の
巻
八
と
巻
九
に
は
、
梵
字
に
似
て
も
似
つ
か
わ
な
い
字
が
採
用

さ
れ
て
い
る
。

　

④ 

『
起
信
論
』
と
『
釈
論
』
の
所
説
の
教
理
内
容
が
不
一
致
で
あ
る
。

　

⑤ 

『
起
信
論
』
は
梁
時
代
に
真
諦
三
蔵
に
よ
り
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、『
釈
論
』

は
秦
時
代
に
筏
提
摩
多
三
蔵
に
よ
り
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
本
論
で

あ
る
『
起
信
論
』
よ
り
注
釈
書
の
『
釈
論
』
の
方
が
早
く
翻
訳
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
た
め
、『
釈
論
』
の
成
立
時
期
に
不
審
な
点
が
あ
る
。

　

⑥ 

秦
時
代
以
降
の
目
録
に
お
い
て
諸
師
が
『
釈
論
』
を
引
用
し
て
い
な
い
。

　

⑦ 

戒
明
の
請
来
に
よ
り
当
初
、
竜
樹
造
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
尾
張
大
僧
都
」

に
よ
っ
て
違
う
説
が
打
ち
立
て
ら
れ
偽
論
の
疑
い
が
あ
る
。

　

以
上
の
四
点
と
七
点
の
論
難
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
双
方
で
重
複
し
た
難
問
を

整
理
す
る
と
、『
釈
論
』
が
真
諦
訳
の
『
起
信
論
』
よ
り
早
く
に
製
作
さ
れ
た
点

（
三
船
説
⑶
と
最
澄
説
⑤
）
と
、『
起
信
論
』
と
『
釈
論
』
の
教
理
が
一
致
し
な
い

と
す
る
点
（
三
船
説
⑷
と
最
澄
説
④
）
の
二
つ
の
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
他

の
問
題
に
つ
い
て
も
整
理
す
る
。
ま
ず
、
三
船
の
作
と
さ
れ
る
論
難
は
、
そ
の
大

半
が
『
釈
論
』
の
序
の
内
容
に
対
す
る
も
の
で
、
同
論
の
本
文
に
関
す
る
の
は
、

わ
ず
か
に
⑷
の
論
調
が
『
起
信
論
』
の
も
の
と
違
和
感
が
あ
る
と
す
る
程
度
の
も

の
で
あ
り
、
具
体
的
な
問
題
点
を
提
示
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見

え
る
。

　

こ
れ
と
は
別
に
気
に
な
る
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
船
が
あ
げ
て
い
る
『
釈

論
』
の
序
の
尊
号
の
語
が
、
現
行
の
『
大
正
新
脩
大 

蔵
経
』
収
載
の
『
釈
論
』
の

序
に
あ
る
「
天
（

）
册
」
や
「
天
回
」
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
迴
天
」
と

な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
現
在
、
最
古
の
写
本
と
考
え
ら
れ
る
国
宝 

の
石
山
寺
本

（
唐
代
写
本
）
に
は
、「

（
天
）
回
」
と
あ
り
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
底
本

と
さ
れ
た
高
麗
本
に
は
、「
天
回
」
と
あ
る
た
め
上
記
の
よ
う
な
表
記
は
確
認
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
迴
天
」
と
い
う
表
記
が
い
つ
頃
の
ど
の
よ
う
な
資
料

か
ら
確
認
さ
れ
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
後
代
の
刊
本
や
写
本
を
見

て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
天
（

）
回
」
や
「
天
冊
（
册
）」
と
り
、「
迴
天
」

と
い
う
表
記
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
宝
冊
鈔
』
の
後
半
に
目

を
向
け
る
と
、「
迴
天
者
現
流
布
本
云
。
天
冊
鳳
威
云
云
。」
（
５
）
と
解
説
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
『
宝
冊
鈔
』
を
著
し
た
杲
宝
や
賢
宝
の
時
代
で
は
、
す
で
に
「
迴

天
」
で
は
な
く
「
天
冊
」
と
い
っ
た
表
記
の
写
本
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

凧

派

煎



55　（関　悠倫）

　

で
は
、
そ
も
そ
も
三
船
の
論
難
に
見
え
る
「
迴
天
」
の
表
記
が
誤
写
で
あ
っ
た

可
能
性
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
三
船
の
論
難
は
「
迴
天
」
そ
の
も
の
に

対
し
て
逐
語
解
釈
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
そ
こ
で
三
船
の
消
息
の
原
本
を
調
べ
て
み
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
発
見
さ

れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
内
容
を
確
認
で
き
る
の
は
後
代
の
著
作
の
み
で
あ
る
。
そ
れ

こ
そ
今
の
『
宝
冊
鈔
』
の
説
や
笠
置
上
人
貞
慶
（
一
一
五
五
〜
一
二
一
三
）
の
門

下
で
あ
る
良
算
が
大
成
さ
せ
た
『
唯
識
同
学
鈔
』
の
成
立
を
待
た
な
け
れ
ば
確
認

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
最
澄
の
説
は
と
言
う
と
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
に
法
相
宗
の

徳
一
（
七
六
〇
？
〜
八
四
〇
？
）
の
『
中
辺
義
鏡
』
に
対
し
反
論
し
た
『
守
護
国

界
章
』
の
な
か
に
見
え
る
。
そ
こ
で
は
、『
釈
論
』
内
部
の
構
造
（
特
殊
文
字
・

教
理
内
容
）
に
言
及
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
三
船
の
論
難
よ
り
も
、『
釈
論
』
成

立
（『
起
信
論
』
も
同
様
）
に
深
い
造
詣
と
知
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。
そ
も
そ
も
、「
釈
摩
訶
衍
論
」
と
い
う
論
書
を
日
本
に
最
初
に
請
来
し
た
人

物
は
戒
明
（
？
〜
八
五
〇
）
と
さ
れ
る
（
６
）。

戒
明
が
『
釈
論
』
を
請
来
し
た
と
す
る

記
事
は
、
同
論
の
論
難
を
示
す
書
物
に
共
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
請
来
し

た
人
物
に
つ
い
て
筆
者
は
信
憑
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。
戒
明
に
言
及
し
た
先

行
研
究
を
調
べ
る
と
、
戒
明
が
請
来
し
た
『
釈
論
』
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
人

物
と
し
て
空
海
を
取
り
上
げ
た
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
野
玄
妙
に
よ
る
、
空

海
が
『
釈
論
』
と
の
邂
逅
に
よ
り
入
唐
留
学
を
発
意
し
た
と
す
る
見
解
（
７
）、
次
に
、

寺
崎
修
一
や
堀
池
春
峰
に
よ
る
、『
釈
論
』
が
真
言
密
教
に
お
い
て
中
心
的
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
論
を
請
来
し
た
戒
明
を
空
海
の
師
匠
で
あ
る

と
推
定
し
た
見
解
で
あ
る
（
８
）。

　

こ
の
他
に
も
、
三
氏
の
見
解
を
精
査
し
新
た
な
知
見
か
ら
空
海
と
戒
明
の
関
係

を
指
摘
し
た
、
高
木
訷
元
の
見
解
が
あ
る
（
９
）。
い
ず
れ
も
戒
明
の
存
在
が
空
海
に
大

き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
す
る
視
点
か
ら
検
討
し
て
お
り
、『
釈
論
』
と
空
海
と

真
言
密
教
の
接
点
を
検
討
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
見
解

も
戒
明
が
請
来
し
た
『
釈
論
』
に
関
す
る
記
事
は
検
討
し
て
い
る
も
の
の
、
最
澄

は
と
も
か
く
三
船
の
論
難
に
つ
い
て
は
、
最
古
の
論
難
と
理
解
し
て
お
り
批
判
的

に
検
討
を
加
え
た
形
跡
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
ま
ず
、
戒
明

が
『
釈
論
』
を
請
来
し
た
年
代
お
よ
び
偽
撰
と
判
定
す
る
人
物
に
つ
い
て
、
異
説

が
あ
る
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

第
三
節　

三
船
論
難
の
検
討　

―
「
尾
張
大
僧
都
」
説
―

　

戒
明
の
請
来
年
に
つ
い
て
先
学
の
指
摘
を
確
認
す
る
と
、『
唯
識
同
学
鈔
』
の

宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
説
、『
守
護
国
界
章
』
の
宝
亀
十
二
年
（
七
八
一
）
説
、

『
本
朝
高
僧
伝
』
の
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
〜
八
二
三
）
説
が
あ
る
。
現
在
の
学
界

の
動
向
で
は
、『
唯
識
同
学
鈔
』
の
説
、
す
な
わ
ち
宝
亀
十
年
説
が
主
流
の
よ
う

で
あ
る
）
10
（

。
こ
れ
は
最
初
に
論
難
を
出
し
た
、
淡
海
三
船
の
手
紙
の
年
月
日
に
よ

る
）
11
（

。
ま
ず
、
三
船
が
『
釈
論
』
を
借
覧
し
、
戒
明
に
論
難
を
提
出
し
た
経
緯
を
確

認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
『
唯
識
同
学
鈔
』（
大
日
本
仏
教
全
書
本

を
参
照
）
に
、
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
（
傍
線
は
筆
者
加
筆
）。
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一
昨
日
至
。
垂
示
従
唐
将
来
釈
摩
訶
衍
論
。
聞
名
之
初
喜
披
竜
樹
妙
訳
。
開

巻
之
後
。
恨
穢
馬
鳴
真
宗
。
今
検
此
論
。
実
非
竜
樹
之
旨
。
是
愚
人
仮
菩
薩

之
名
。
而
所
作
耳
。）
12
（

　

そ
の
内
容
は
、
三
船
が
戒
明
に
よ
り
請
来
さ
れ
た
典
籍
の
な
か
に
、
か
の
有
名

な
竜
樹
が
注
釈
し
た
と
さ
れ
る
『
釈
摩
訶
衍
論
』
の
存
在
を
知
り
、
喜
び
勇
ん
で

閲
覧
を
し
た
の
だ
が
、
実
際
に
は
馬
鳴
の
説
い
た
内
容
を
穢
す
も
の
だ
と
知
り
恨

ん
だ
と
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
は
愚
か
な
人
物
が
竜
樹
に
仮
託
し
て
造
論
し
た
に

違
い
な
い
と
判
断
し
、
そ
の
趣
旨
を
戒
明
宛
に
論
難
と
し
て
送
っ
た
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
次
に
、
今
挙
げ
た
文
献
と
は
別
の
『
宝
冊
鈔
』
所
収
の
『
唯
識
同
学

鈔
』
か
ら
、
文
章
の
異
同
、
そ
し
て
論
難
提
出
の
期
日
を
確
認
し
て
み
た
い
（
傍

線
は
筆
者
加
筆
））
13
（

。

釈
摩
訶
衍
論
真
偽
事
三
船
真
人
送
戒
明
和
尚
状
云
。
釈
摩
訶
衍
論
十
巻
馬
鳴
菩
薩

本
論
竜
樹

菩
薩

釈
論一

昨
使
至
。
垂
示
従
唐
新
来
釈
摩
訶
衍
論
。（
中
略
）
是
大
虚
妄
也
。
又
検

本
論
、
文
雅
義
円
。
今
此
偽
釈
、
文
鄙
義
昏
。
同
巻
異
筆
必
非
同
訳
理
則
明

矣
。
今
大
徳
当
代
智
者
。
何
労
遠
路
持
此
偽
文
来
。（
中
略
）
真
人
三
船
白
。

宝
亀
十
年
閏
五
月
二
十
四
日
状
戒
明
闍
梨
座
下
。）
14
（

　

こ
れ
を
見
る
と
、
三
船
が
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
五
月
二
四
日
に
戒
明
宛
に
文

を
送
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
全
書
本
と
一
致
し
て
い
る
）
15
（

。
す
な
わ
ち
上
記
の

期
日
を
も
っ
て
、
従
来
で
は
、
史
上
最
初
の
真
偽
問
題
を
扱
っ
た
文
献
と
さ
れ
て

き
た
。
そ
し
て
、
空
海
が
依
用
す
る
ま
で
、『
釈
論
』
は
か
の
有
名
な
竜
樹
の
作

で
は
な
く
偽
書
な
の
だ
と
見
做
さ
れ
定
説
化
し
て
い
く
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い

く
。
で
は
、
仏
教
全
書
本
の
『
唯
識
同
学
鈔
』
と
の
文
章
の
異
同
を
比
較
す
る
と

「
昨
日
」
が
「
作
使
」、「
将
来
」
が
「
新
来
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。

多
少
で
あ
る
も
の
の
、『
宝
冊
鈔
』
の
方
が
理
解
し
や
す
い
。
加
え
て
、
後
半
の

説
に
目
を
向
け
る
と
、
三
船
は
戒
明
を
「
大
徳
当
代
智
者
」
と
称
賛
し
な
が
ら

も
、
明
ら
か
に
『
釈
論
』
が
「
偽
文
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
で
は
、
戒
明
の
入
唐
に
際
し
て
の
記
事
を
確
認
す
る
と
、『
本
朝
高
僧
伝
』）
16
（

に
は
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

釈
戒
明
（
中
略
）
宝
亀 

季
。
奉
敇
入
唐
。
謁
自
宗
匠
。
遍
遊
勝
地
。
住
金
陵

竜
華
寺
。
謁
伝
大
士
像
。
又
登
城
南
半
亭
山
。（
中
略
）
安
大
安
寺
南
唐
院
。

招
衆
供
養
。
又
以
持
来
経
論
疏
章
表
上
闕
庭
。
十
年
己
未
。（
中
略
）
明
以

延
暦
年
中
逝
矣
。）
17
（

　

引
用
文
の
内
容
を
解
説
す
る
と
、
戒
明
は
勅
命
に
よ
っ
て
「
宝
亀
季
」
＝
宝
亀

（
七
七
〇
〜
七
八
一
）
年
間
の
末
に
入
唐
し
、
仏
教
と
密
接
な
聖
地
を
巡
り
、
現

在
の
南
京
と
思
わ
れ
る
金
陵
竜
華
寺
に
滞
在
し
、「
又
登
城
南
半
亭
山
」
と
あ
る

よ
う
に
、
山
に
も
礼
拝
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
登
っ
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、
日
本
に
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帰
朝
し
た
後
、
大
安
寺
南
唐
院
に
止
住
し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、「
十
年
己
未
」

＝
同
十
年
（
七
七
九
）
に
は
闕
庭
（
禁
中
・
御
所
）
に
請
来
し
た
典
籍
を
上
表

し
、
延
暦
年
中
に
入
寂
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
戒
明
の
生
没

年
、
そ
し
て
入
唐
し
日
本
に
帰
朝
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
詳
し
く
な
い
も
の
の
、

入
唐
僧
で
あ
っ
て
典
籍
を
持
ち
帰
っ
た
学
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
、
戒
明
が
何
時
頃
入
唐
し
、
帰
朝
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
松
本

信
道
の
詳
細
な
検
討
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
入
唐
を
宝
亀
八
年
、
帰
朝
を
宝
亀

九
年
（
七
七
八
）
の
十
月
か
ら
十
一
月
頃
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
18
（

。
こ
の
説
に
基

づ
け
ば
、
戒
明
は
宝
亀
八
年
（
七
七
七
）
か
ら
九
年
（
七
七
八
）
の
間
、
入
唐
し

て
お
り
、
帰
朝
後
間
も
な
く
、
翌
年
の
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
に
は
朝
廷
に
請
来

し
た
典
籍
に
つ
い
て
上
表
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
点
か

ら
す
る
と
三
船
の
論
難
が
戒
明
宛
に
提
出
さ
れ
た
時
期
と
も
符
合
し
、
違
和
感
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戒
明
の
業
績
と
し
て
有
名
な
『
首
楞
厳
経
』
の
請
来
に

つ
い
て
も
、
今
の
『
本
朝
高
僧
伝
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
釈
摩
訶
衍
論
』

の
名
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。『
首
楞
厳
経
』
に
つ
い
て

は
、
日
本
に
帰
朝
後
、
帝
に
献
上
し
た
『
大
仏
頂
経
（『
首
楞
厳
経
』）』
を
諸
僧

が
偽
経
と
判
定
し
焚
焼
し
よ
う
と
し
た
が
）
19
（

、
戒
明
は
異
論
を
唱
え
て
同
調
せ
ず
、

逆
に
周
囲
の
見
解
を
覆
し
た
と
さ
れ
る
）
20
（

。
こ
の
逸
話
か
ら
も
戒
明
と
い
う
人
物

が
、
学
識
の
あ
る
学
僧
と
し
て
、
当
時
の
仏
教
界
に
お
い
て
存
在
感
を
も
っ
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

も
う
一
点
、
戒
明
が
入
唐
か
ら
帰
朝
に
い
た
る
ま
で
を
記
録
し
た
、
唐
の
思
託

の
『
延
暦
僧
録
』
と
い
う
書
物
か
ら
も
確
認
し
た
い
。
こ
れ
は
日
本
最
初
の
僧
伝

で
あ
り
、
思
託
と
い
う
人
物
は
鑑
真
の
中
心
的
な
弟
子
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ

る
。
そ
の
『
延
暦
僧
録
』）
21
（

に
も
、
戒
明
が
『
大
仏
頂
経
』
の
真
偽
問
題
に
つ
い
て

激
烈
な
問
答
を
し
て
自
ら
の
主
張
を
勝
ち
得
た
と
す
る
記
事
を
確
認
で
き
る
）
22
（

。
こ

の
論
争
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
松
本
の
成

果
に
よ
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
氏
の
見
解
で
は
、
そ
も
そ
も
戒

明
が
入
唐
す
る
目
的
と
い
う
の
が
、『
大
仏
頂
経
』
の
真
偽
に
つ
い
て
解
決
を
図

る
こ
と
と
密
接
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
結
論
と
な
っ
て

い
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

第
二
に
は
、
戒
明
と
徳
清
ら
八
人
の
留
学
僧
に
は
、「
未
決
義
」
に
対
す
る

答
え
で
あ
る
「
唐
決
」
を
求
め
る
こ
と
と
、
日
本
に
未
だ
伝
来
し
て
い
な
い

「
未
渡
来
書
」
を
将
来
す
る
こ
と
の
、
二
つ
の
大
き
な
目
的
・
使
命
が
課
せ

ら
れ
て
い
た
こ
と
。
第
三
に
は
、
入
唐
後
の
動
向
と
し
て
、
徳
清
は
戒
明
ら

と
共
に
、
聖
徳
太
子
の
『
法
華
経
義
疏
』
と
『
勝
鬘
経
義
疏
』
を
携
え
て
、

揚
州
の
竜
興
寺
の
僧
で
鑑
真
の
弟
子
で
あ
る
霊
祐
に
献
呈
し
た
こ
と
。ま
た
、

「
未
渡
来
書
」
を
将
来
す
る
と
い
う
使
命
を
は
た
す
べ
く
『
大
毘
盧
舎
那
成

道
経
義
釈
』
を
日
本
に
将
来
し
た
こ
と
。
第
四
に
は
、
帰
朝
後
の
動
向
と
し

て
、
徳
清
が
将
来
し
た
『
大
仏
頂
経
』
を
偽
経
と
す
る
「
唐
決
」
が
、
宝
亀

一
〇
年
の
『
大
仏
頂
経
』
を
め
ぐ
る
真
偽
論
争
の
再
燃
を
喚
起
し
た
し
た
こ

と
。）
23
（
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こ
こ
で
登
場
す
る
「
唐
決
」
と
「
未
渡
来
書
」
と
は
『
東
大
寺
六
宗
未
決
義
』

に
示
さ
れ
る
も
の
で
、
前
者
は
、
戒
明
た
ち
留
学
僧
が
、
日
本
に
お
い
て
審
議
さ

れ
て
き
た
真
偽
未
決
の
典
籍
に
対
す
る
中
国
の
見
解
（
＝
「
唐
決
」）
を
持
ち
帰

る
こ
と
。
後
者
は
、
未
だ
請
来
さ
れ
て
い
な
い
典
籍
（
＝
「
未
渡
来
書
」）
を
持

ち
帰
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
）
24
（

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
未
渡
来

書
」
の
リ
ス
ト
の
中
に
は
『
釈
論
』
の
名
前
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
）
25
（

。
戒

明
は
当
初
、『
釈
論
』
を
持
ち
帰
る
使
命
を
帯
び
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で

き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
入
唐
先
か
ら
偶
然
、『
釈
論
』
の
存
在
を
知
り
得
て
請

来
し
た
と
い
う
見
方
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、

『
本
朝
高
僧
伝
』
に
『
釈
論
』
の
名
が
登
場
し
な
い
こ
と
も
説
明
で
き
る
。

　

一
方
で
、
三
船
が
『
釈
論
』
に
対
し
て
問
題
視
を
し
て
戒
明
に
論
難
を
出
し
た

時
期
は
、
繰
り
返
す
が
、
戒
明
や
徳
清
が
『
首
楞
厳
経
』
の
真
偽
論
争
の
再
燃
を

喚
起
し
た
最
中
の
宝
亀
十
年
と
同
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
た
だ

し
、『
首
楞
厳
経
』
が
宮
中
に
お
い
て
論
争
さ
れ
た
の
に
比
し
て
、『
釈
論
』
の
場

合
、
三
船
か
ら
戒
明
宛
の
私
的
な
や
り
取
り
の
み
が
伝
承
さ
れ
、
公
的
な
記
録
と

し
て
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
「
未
渡
来
書
」
の
リ
ス
ト
に
『
釈
論
』
の
名
が

な
い
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、『
釈
論
』
を
上
進
し

た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
は
、『
首
楞
厳
経
』
の
真
偽
論
争
が
再
燃
し
た
最
中
と
さ

れ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
最
中
に
、
二
日
余
り
で
三
船
が
『
釈
論
』
を
通
読
し
て

戒
明
宛
に
文
を
送
り
論
難
を
唱
え
て
い
る
点
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
再
度
、
先
に
整
理
し
挙
げ
た
内
容
（
消
息
）
を
見
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

序
を
中
心
と
し
た
内
容
で
あ
り
、『
釈
論
』
全
体
を
精
査
し
た
評
価
と
は
見
難
い
。

そ
の
た
め
、
初
め
だ
け
読
ん
だ
だ
け
で
や
め
た
可
能
性
も
あ
る
。
だ
が
一
方
で
、

『
釈
論
』
の
論
調
に
つ
い
て
、『
起
信
論
』
の
文
体
と
比
べ
て
理
路
整
然
で
は
な
い

点
も
指
摘
し
て
お
り
、
一
応
は
目
を
通
し
て
い
る
こ
と
も
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
三
船
が
皇
族
（
大
友
皇
子
の
曽
孫
、
最
初
は
三
船
王

と
称
し
た
が
臣
籍
降
下
し
淡
海
真
人
と
な
る
）
で
あ
り
）
26
（

、
な
お
且
つ
文
章
博
士
の

地
位
）
27
（

に
い
た
こ
と
を
考
慮
と
し
て
も
、
手
続
き
が
早
す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
高
い
位
に
あ
る
人
物
の
主
張
が
宮
中
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た

様
子
も
確
認
で
き
な
い
の
も
不
思
議
で
あ
ろ
う
。
三
船
の
事
績
を
記
録
し
た
信
頼

性
の
あ
る
『
続
日
本
紀
』
を
確
認
し
て
も
、
宝
亀
十
年
五
月
二
四
日
の
日
付
で
戒

明
に
送
っ
た
と
さ
れ
る
、『
釈
論
』
を
偽
撰
と
し
た
記
事
に
関
係
す
る
記
録
は
、

管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
関
心
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
、『
首
楞
厳
経
』
に
対
す
る
三
船
の
消
息
や
そ
れ
に
関
連
し
た
記
事
に

つ
い
て
も
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
や
は
り
、
先
行
研
究
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に

「
未
渡
来
書
」
に
『
釈
論
』
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
当
時
、

『
釈
論
』
は
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
予
想
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
三
船
の
消
息
と
し
て
『
首
楞
厳
経
』
で
は
な
く
『
釈
論
』
の
も
の
が

現
代
ま
で
残
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
）
28
（

。

　

当
時
の
仏
教
界
で
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
戒
明
に
つ
い
て
も
、
三
船

の
指
摘
に
対
し
反
論
や
返
答
し
た
書
簡
や
消
息
が
何
も
残
さ
れ
て
お
ら
ず
確
認
で
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き
な
い
点
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
か
。
加
え
て
、
三
船
に
よ
り
偽
撰
と
判
断
さ

れ
、『
釈
論
』
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
と
す

る
な
ら
ば
、
な
ぜ
戒
明
自
身
の
『
釈
論
』
に
対
す
る
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
言
及

し
た
消
息
や
資
料
が
見
え
ず
、
さ
ら
に
、
戒
明
以
後
、
最
澄
が
精
査
し
て
論
難
を

呈
す
る
事
態
に
な
り
、
逆
に
空
海
が
重
用
す
る
よ
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
に
『
釈
論
』
を
最
初
に
論
難
を
出
し
た
三
船
と
さ
れ
る
消
息
は
、
い
ま
だ

幾
つ
か
の
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
は
た
し
て
本
当
に
戒
明
は
宝
亀

九
年
に
帰
朝
し
、
同
十
年
に
上
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
か
ら
再
度
考
え

て
み
た
い
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
諸
氏
の
見
解
を
見
る
と
、
森
田
龍
僊
）
29
（

と
中
村

本
然
）
30
（

は
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
説
を
支
持
し
て
お
り
、
大
山
公
淳
）
31
（

と
那
須
政
隆
）
32
（

は

天
応
元
年
（
七
八
一
）
説
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
天
応
と
い
う
年
号
は
わ
ず
か

一
年
の
み
の
改
元
で
あ
る
か
ら
、
宝
亀
年
間
に
置
き
換
え
る
と
宝
亀
十
二
年
と
な

る
。
そ
こ
で
天
応
元
年
（
七
八
一
）
説
を
中
心
に
検
証
を
試
み
た
い
。

　

ま
ず
、
最
澄
の
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
に
著
し
た
『
守
護
国
界
章
』
に
は
、

「
天
応
年
中
に
大
安
寺
の
戒
明
法
師
が
唐
よ
り
将
来
し
、
こ
れ
を
尾
張
の
大
僧
都

な
る
も
の
が
世
間
に
伝
え
る
た
め
に
検
閲
し
た
結
果
、
偽
撰
で
あ
る
と 

判
定
し

た
」）
33
（

と
い
う
記
述
を
確
認
で
き
、『
唯
識
同
学
鈔
』
に
は
「
天
応
年
中
薬
師
寺
の

戒
明
和
尚
が
帰
朝
の
際
に
将
来
し
た
」）
34
（

と
す
る
記
事
が
確
認
で
き
る
（
大
安
寺
と

薬
師
寺
の
戒
明
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
こ
の
こ
と
と
近
い
説
と
し
て
、
済
暹

（
一
〇
二
五
〜
一
一
一
五
）
の
『
釈
摩
訶
衍
論
決
疑
破
難
会
釈
抄
』
に
は
「
天
応

年
中
に
戒
明
が
将
来
し
て
、
尾
張
大
僧
都
が
偽
撰
と
判
定
し
た
」）
35
（

と
す
る
記
事
が

確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
後
代
の
、
天
台
の
貞
舜
（
一
三
三
四
〜
一
四
二
二
）
が
著

し
た
『
天
台
名
目
類
聚
鈔
』
の
な
か
に
も
同
様
な
説
を
確
認
で
き
る
）
36
（

。
こ
の
こ
と

か
ら
、
上
記
の
説
は
上
限
を
九
世
紀
と
し
て
下
限
を
十
五
世
紀
と
す
る
、
つ
ま
り

平
安
か
ら
南
北
朝
時
代
の
長
期
間
に
わ
た
り
支
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

で
は
次
に
、
先
の
説
に
登
場
し
た
、
最
初
に
論
難
を
提
出
し
た
と
さ
れ
る
「
尾

張
大
僧
都
」
と
い
う
人
物
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
元
慶
四

年
（
八
八
〇
）
に
清
和
天
皇
（
八
五
〇
〜
八
八
〇
）
の
勅
命
に
よ
り
撰
述
さ
れ

た
、
五
大
院
安
然
（
八
四
一
〜
九
一
五
）
の
『
悉
曇
蔵
』
に
お
い
て
記
事
が
確
認

で
き
る
）
37
（

。
至
大
唐
開
元
目
録
不
載
疏
師
不
引
、
是
以
不
足
帰
信
。
此
論
者
大
安
寺
誡
明

法
師
、
去
天
応
年
中
、
自
唐
請
来
。
尾
張
大
僧
都
、
為
伝
検
勘
。
日
已
勘
成

偽
論
文
。
次
依
空
海
僧
都
上
表
。（
中
略
）
釈
摩
訶
衍
、
菩
提
心
論
、
阿
毘

達
摩
蔵
、可
以
流
通
官
符
施
行
。
次
我
和
上
據
大
安
寺
新
羅
国
僧
珍
聡
口
説
、

是
新
羅
国
中
朝
山
僧
月
忠
偽
作
、
於
延
暦
寺
目
録
注
云
月
忠
。）
38
（

　
『
悉
曇
蔵
』
で
は
、
天
応
年
中
に
戒
明
が
『
釈
論
』
を
請
来
し
、
そ
れ
を
検
閲

し
た
の
が
尾
張
大
僧
都
で
あ
り
、
偽
撰
と
判
定
し
た
と
す
る
。
そ
の
後
、
空
海
が

依
用
し
た
と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
続
き
に
は
、
円
仁
（
我
和
上
）
の
説
と
し
て
、

大
安
寺
新
羅
国
僧
珍
聡
な
る
人
物
の
口
説
に
よ
っ
て
、
同
国
の
中
朝
山
月
忠
な
る

人
物
の
妄
造
で
あ
る
と
す
る
（
月
忠
説
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
こ
こ
で
も
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「
尾
張
大
僧
都
」
な
る
人
物
が
『
釈
論
』
を
偽
撰
と
判
定
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ

う
な
人
物
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
宝
冊
鈔
』
に
は
以
下
の

よ
う
な
内
容
を
確
認
で
き
る
。

尾
張
大
僧
都
者
誰
人
乎
。
又
有
何
証
據
定
偽
論
乎
。
僧
綱
補
任
云
。
賢
璟
興

福
寺
。
法
相
宗
。
尾
張
国
人
。
宝
亀
五
年
二
月
二
十
四
日
任
律
師
。
僧
正
孫

弟
宣
教
法
師
弟
子
又

良
敏
僧
都
弟
子

延
暦
三
年
六
月
九
日
任
大
僧
都
。
不
経
少
僧
都
。
同
十
二
年

十
一
月
七
日
入
滅
年
八
十
、
幼
年
入
道
剥
皮
燃
指
精
進
無
倦
文
。
彼
尾
張
大

僧
都
者
当
此
人
乎
。）
39
（

　

こ
こ
に
登
場
す
る
「
僧
綱
補
任
」
の
説
に
よ
れ
ば
、
法
相
宗
の
賢
璟
が
尾
張
の

出
身
で
あ
り
、
宝
亀
五
年
二
月
二
四
日
に
律
師
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
延

暦
三
年
に
は
大
僧
都
と
な
り
、
同
十
二
年
に
入
寂
し
て
お
り
、
こ
の
賢
璟
な
る
人

物
が
、「
尾
張
大
僧
都
」
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
）
40
（

。
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
っ
て
、

賢
璟
が
戒
明
の
請
来
し
た
『
釈
論
』
を
最
初
に
偽
撰
と
し
た
人
物
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
）
41
（

。
で
は
な
ぜ
『
本
朝
高
僧
伝
』
と
『
唯
識
同
学
鈔
』
の
三
船
の
消
息

は
、
七
九
九
年
（
宝
亀
一
〇
年
）
と
記
し
た
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
大
山
の
見
解

を
紹
介
し
た
い
。

ア
キ
ャ
シ
ャ
鈔
に
は
そ
の
評
文
に
つ
い
て
五
大
院
の
悉
曇
蔵
に
出
す
如
く
四

失
あ
り
と
し
て
そ
れ
を
出
し
て
い
る
が
今
は
大
意
を
と
っ
て
か
の
よ
う
に
記

し
て
置
く
。
そ
の
書
翰
は
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
五
月
二
十
四
日
付
に
な
っ

て
い
る
。
前
の
伝
教
大
師
最
澄
は
天
応
年
中
（
七
八
一
）
唐
よ
り
請
来
し
た

と
出
す
。
宝
亀
十
二
年
が
天
応
と
な
り
そ
の
翌
年
が
延
暦
な
の
で
、
宝
亀
の

終
り
頃
を
意
味
し
て
か
く
記
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。）
42
（

　

大
山
の
見
解
で
は
、
天
応
を
宝
亀
年
間
に
換
算
す
れ
ば
「
宝
亀
十
二
年
」
と
見

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
を
勘
違
い
し
て
、
宝
亀
の
終
わ
り
を
意
識
し
す
ぎ
た

あ
ま
り
宝
亀
十
年
と
記
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
筆
者
は
、
戒
明
の
事
績
を
述
べ
る
『
本
朝
高
僧
伝
』
に
、『
釈
論
』
に
対
す

る
記
述
が
全
く
な
い
問
題
は
残
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
と
え
請
来
す
る
目

的
が
無
い
に
し
て
も
、
三
船
の
論
難
が
出
さ
れ
た
の
な
ら
ば
何
か
し
ら
記
録
さ
れ

て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
ま
た
、
大
山
説
に
あ
る
よ
う
に
、
文
章
博
士
で
あ
る

三
船
が
年
代
表
記
を
誤
る
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
も
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
す
る
興
味
深
い
指
摘
が
森
田
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
。

　

森
田
に
よ
る
と
、『
唯
識
同
学
鈔
』
所
引
用
の
三 

船
の
消
息
に
記
さ
れ
る
『
釈

論
』
の
翻
訳
に
対
す
る
年
代
換
算
に
つ
い
て
精
査
し
た
結
果
、「
又
自
二
弘
始
三

年
一
、
至
二
承
聖
三
年
一
、
相
去
一
百
五
十
五
年
」）
43
（

と
す
る
の
は
、
弘
始
三
年
が

西
紀
四
〇
一
年
、
承
聖
三
年
が
西
紀
五
五
四
年
で
あ
る
か
ら
実
際
に
は
相
去
る
こ

と
一
五
二
年
）
44
（

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
五
五
年
と
表
記
し
て
い
る
の
は
三
船
の

「
失
検
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
）
45
（

。
こ
の
よ
う
に
森
田
説
を
踏
ま

え
る
と
、
三
船
の
年
代
に
対
す
る
認
識
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
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で
き
、
大
山
説
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
三
船
の
論
難
に
対
す
る
反
論
が
出
さ
れ
て
、
真
偽
論
争
が
最

も
活
発
化
す
る
の
は
時
代
が
か
な
り
下
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
も
真
言
側
が
天

台
側
の
偽
撰
説
に
対
す
る
反
駁
す
る
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
何
よ

り
も
、
三
船
以
降
に
出
さ
れ
た
、
最
も
古
い
最
澄
の
論
難
（『
守
護
国
界
章
』）
に

は
、
三
船
の
名
が
確
認
で
き
な
い
の
は
重
要
な
点
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
三
船

の
消
息
の
原
本
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
初
見
は
貞
和
二
年
（
一
三
四
五
）

六
月
よ
り
翌
年
五
月
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
、『
ア
キ
ャ
シ
ャ
鈔
』
巻
第
十
八
の

「
釈
摩
訶
衍
論
真
偽
事
」
所
引
「
三
船
真
人
送
戒
明
和
尚
状
」
と
さ
れ
て
い
る
。

後
に
同
書
は
杲
宝
（
一
三
〇
三
〜
一
三
六
二
）
が
口
述
し
、
観
宝
が
筆
述
し
、
そ

れ
を
さ
ら
に
賢
宝
（
一
三
三
三
〜
一
三
九
八
）
が
貞
和
六
年
（
一
三
五
〇
）
に
改

訂
・
補
修
し
た
『
宝
冊
鈔
』
に
収
載
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
に
加
え
て
、『
唯
識
同

学
鈔
』
に
見
え
る
消
息
と
い
う
も
の
、
笠
置
上
人
貞
慶
（
一
一
五
五
〜

一
二
一
三
）
の
門
下
で
あ
る
良
算
が
大
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

十
一
〜
十
三
世
紀
の
著
作
の
中
に
の
み
三
船
の
『
釈
論
』
に
対
す
る
見
解
（
論

難
）
が
確
認
で
き
、
そ
れ
以
前
に
は
そ
の
痕
跡
が
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
松
本
説
を
考
え
た
い
。
ま
ず
、
最
澄
の
天
応
元
年

に
戒
明
が
帰
朝
し
、
そ
の
後
、
請
来
し
た
『
釈
論
』
を
尾
張
大
僧
都
賢
璟
が
最
初

に
検
閲
し
た
結
果
、
偽
撰
で
あ
る
と
判
定
し
た
説
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は

三
船
の
論
難
に
は
言
及
は
な
い
も
の
の
、
一
応
、
年
代
的
に
三
船
の
論
難
に
次
ぐ

史
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
応
元
年
説
を
直
ち
に
退
け
る
に
は
さ
ら
な
る
資
料
の

出
現
を
俟
つ
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
筆
者
は
、
松
本
説
を
支
持
し
た
い
の
だ

が
、
現
段
階
で
は
戒
明
が
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
よ
り
天
応
元
年
（
七
八
一
）
の

間
に
入
唐
し
、
帰
朝
後
、
賢
璟
に
よ
っ
て
偽
撰
の
判
定
が
な
さ
れ
た
と
見
た
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
大
山
・
那
須
説
で
あ
る
天
応
元
年
（
七
八
一
）
説
に
戒
明
が

『
釈
論
』
を
請
来
し
た
と
す
る
見
解
を
採
る
こ
と
に
し
た
い
。
次
節
で
は
、
三
船

が
戒
明
宛
に
送
っ
た
と
さ
れ
る
書
状
の
書
式
を
中
心
に
検
討
し
、
新
た
な
知
見
を

呈
示
し
た
い
と
思
う
。

第
四
節　

 

三
船
の
消
息
に
見
え
る
「
戒
明
闍
梨
座
下
」
の
表
記
に

つ
い
て

　

こ
こ
で
は
、
予
め
筆
者
の
疑
問
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
三
船
の
消

息
に
は
密
教
の
阿
闍
梨
で
は
な
い
大
安
寺
の
僧
で
あ
る
戒
明
に
対
し
、
な
ぜ
「
戒

明
（
阿
）
闍
梨
座
下
」
と
い
う
肩
書
を
表
記
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
①
宝
亀
年
間
の
書
簡
に
「（
阿
）
闍
梨
座
下
」
と
表
記
す
る
の
か
、
②
ま
た

大
安
寺
戒
明
を
阿
闍
梨
と
記
録
す
る
文
献
が
い
つ
頃
か
ら
登
場
す
る
の
か
、
③
三

船
の
『
釈
論
』
の
論
難
以
外
に
「（
阿
）
闍
梨
座
下
」
と
記
す
も
の
が
存
在
す
る

の
か
、
以
上
三
つ
の
観
点
か
ら
調
査
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
す
で
に
蔵
中
進
に
よ
る
成
果
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
蔵
中
は
以
下
の
よ
う
な

見
解
を
述
べ
て
い
る
。
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三
船
書
状
の
末
尾
に
は
、
差
出
人
、
日
付
、
宛
名
等
が
あ
る
。
今
日
、
そ
の

自
筆
原
本
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、お
そ
ら
く
そ
の
書
式
は
、『
宝
冊
鈔
』

や
『
唯
識
同
学
鈔
』
な
ど
に
引
か
れ
、
ま
た
更
に
活
字
翻
刻
（『
大
正
蔵
経
』

『
仏
教
全
書
』
な
ど
）
さ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
目
に
し
て
い
る
形
式
と
あ
ま

り
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
よ
り

三
十
年
余
り
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
空
海
の
「
風
信
帖
」
の
末
尾
は
本
状
末

尾
の
形
式
と
相
似
し
て
い
る
。
ま
た
先
学
の
書
札
様
古
文
書
の
詳
細
な
研
究

や
、
そ
こ
に
集
め
ら
れ
て
い
る
多
数
の
例
な
ど
に
徴
し
て
も
、
右
の
三
船
状

の
末
尾
の
書
式
は
、
大
き
く
そ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
形
式
的
に
は

こ
の
三
船
は
奈
良
朝
末
期
の
書
状
と
見
て
誤
り
は
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ

る
。
む
し
ろ
問
題
は
、
こ
の
書
状
が
内
容
的
に
見
て
、
あ
る
い
は
そ
の
文
章

表
現
か
ら
い
っ
て
、
果
し
て
日
付
通
り
に
宝
亀
十
年
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

ま
た
ほ
ん
と
う
に
淡
海
三
船
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
ど
う
か
と
い
う

点
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
。）
46
（

　

蔵
中
は
、
三
船
の
消
息
が
空
海
（
七
七
四
〜
八
三
五
）
の
『
風
信
帖
』
と
形
式

上
相
似
し
て
お
り
、
さ
ら
に
先
行
研
究
の
古
文
書
研
究
の
成
果
を
参
照
し
な
が

ら
、
三
船
の
消
息
は
奈
良
末
期
と
見
て
間
違
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か

し
、
氏
の
後
半
の
解
説
に
目
を
向
け
る
と
、「
あ
ま
り
も
理
路
整
然
と
し
た
内
容

と
簡
潔
な
文
体
、
そ
し
て
い
か
に
も
一
通
の
書
状
と
し
て
の
首
尾
一
貫
し
た
体
裁

と
形
式
等
は
、
か
え
っ
て
奈
良
朝
末
期
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
の
感
さ
え
抱
き
た
く
な
る
。」
と
、
不
審
な
点
が
あ
る
こ
と
も
認
め
て
は

い
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
「
私
は
や
は
り
こ
れ
は
正
真
正
銘
淡
海
三
船
の
手
に

な
る
書
状
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。」）
47
（

と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
蔵
中
説
の
緻
密
で
実
証
的
な
研
究
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
空
海
の

『
風
信
帖
』
と
の
相
似
点
、
特
に
末
尾
と
深
い
関
連
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
深
く
検
討
を
要
し
て
い
な
い
点
を
問
題
と
考
え
、
再
検
討
の
必
要
性

を
感
じ
る
。
そ
こ
で
、
空
海
の
『
風
信
帖
』
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い

（
関
連
箇
所
に
傍
線
を
付
す
）。

風
信
雲
書
。
自
天
翔
臨
。
披
之
閲
之
、
如
掲
雲
霧
。
兼
恵
止
観
妙
門
、
頂
戴

供
養
、
不
知
攸

。
已
冷
。
伏
惟
法
体
何
如
。
空
海
推
常
、
擬
隨
命
、
躋
攀

彼
嶺
。
限
以
少
願
、
不
能
東
西
。
今
思
与
我
金
蘭
及
室
山
、
集
会
一
処
、
量

商
仏
法
大
事
因
縁
、
共
建
法
幢
、
報
仏
恩
徳
。
望
不
憚
煩
労
、

降
赴
此
院
。

此
所
々
望
々
。
忩
々
不
具
、
釈
空
海
状
上
。

　
　
　

九
月
十
一
日

東
嶺
金
蘭
法
前

　
　
　
　
　
　
　

謹
空
）
48
（

　

　

引
用
文
の
内
容
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
空
海
が
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
九
月

十
一
日
に
最
澄
宛
に
送
っ
た
書
簡
で
あ
り
、
空
海
が
最
澄
に
対
し
て
、『
摩
訶
止

観
』
閲
覧
の
お
礼
を
し
な
が
ら
、
比
叡
山
に
は
行
け
な
い
旨
を
告
げ
た
あ
と
、
最
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澄
と
堅
慧
と
私
（
空
海
）
の
三
人
で
仏
教
の
根
本
問
題
を
語
り
合
い
仏
教
活
動
を

盛
ん
に
し
て
仏
恩
に
報
い
た
く
、
ど
う
か
労
を
い
と
わ
ず
、
こ
の
院
（
乙
訓
寺
の

こ
と
か
）
ま
で
降
り
て
来
て
ほ
し
い
と
、
お
願
い
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
蔵
中
が
「
空
海
の
「
風
信
帖
」
の
末
尾
は
本
状
末
尾
の
形
式
と
相
似

し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
箇
所
を
、
再
度
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ

は
、「
釈
空
海
状
上
。
九
月
十
一
日　

東
嶺
金
蘭
法
前
」
と
い
う
箇
所
と
、
三
船

消
息
の
「
真
人
三
船
白
。
宝
亀
十
年
閏
五
月
二
十
四
日
状
戒
明
闍
梨
座
下
」
で
あ

る
。
見
比
べ
る
と
確
か
に
形
式
が
類
似
し
て
い
る
も
の
の
、
宛
先
の
人
物
に
対
す

る
敬
称
に
つ
い
て
言
え
ば
合
致
す
る
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
点
で
言
う

と
、
空
海
の
『
風
信
帖
』
で
は
な
く
、
氏
も 

関
連
性
を
推
考
し
て
い
た
、
最
澄
の

『
久
隔
帖
』
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ

ば
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
敬
称
や
そ
の
他
の
点
で
極
め
て
類
似
し
て
い
る
点
を
確

認
で
き
る
。
以
下
に
『
久
隔
帖
』
の
全
文
を
挙
げ
比
較
を
試
み
た
い
（
関
連
箇
所

に
傍
線
を
付
す
）。

久
隔
清
音
、
馳
恋
無
極
。
伝
承
安
和
、
且
慰
下
情
。
大
阿
闍
梨 

所
示
五
八
詩

序
中
、
有
一
百
廿
礼
仏
并
方
円
圖
并
註
義
等
名
。
今
奉
和
詩
、
未
知
其
礼
仏

図
者
。
伏
乞
令
聞
阿
闍
梨
。
其
所
撰
図
義
並
其
大
意
等
告
施
。
其
和
詩
者
怱

難
作
、
著
筆
之
文
難
改
後
代
。
惟
示
其
委
曲
、
必
造
和
詩
、
奉
上
座
下
。
謹

附
貞
聡
仏
子
。
奉
状
。
和
南
。

　
　
　

弘
仁
四
年
十
一
月
廿
五
日
小
法
弟
最
澄
状
上

高
雄
範
闍
梨
法
前
）
49
（

　
『
久
隔
帖
』
と
は
、
最
澄
が
、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
十
一
月
二
五
日
付
で
書

い
た
書
簡
で
あ
り
、「
久
隔
清
音
」
の
句
で
始
ま
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
。

宛
名
に
注
目
す
る
と
、
そ
こ
に
は
「
高
雄
範
闍
梨
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
高
雄
山
寺

（
空
海
の
も
と
に
）
に
派
遣
し
た
最
澄
の
弟
子
で
あ
る
泰
範
（
七
七
八
〜
？
）
の

こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
文
中
に
あ
る
「
大
阿
闍
梨
所
示
五
八
詩
序
中
」
と
い
う

一
文
に
は
、
最
澄
が
空
海
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。
空
海
が
四
十

歳
を
迎
え
た
最
澄
に
「
五
八
詩
（
五
八
は
四
十
を
意
味
す
る
）」、
す
な
わ
ち
「
中

寿
感
興
詩
」
を
贈
り
、
最
澄
は
そ
の
返
礼
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
に
あ
る
「
大
阿
闍
梨
」
と
は
空
海
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
）
50
（

。

　

大
阿
闍
梨
（
空
海
）
の
示
さ
れ
た
五
八
の
詩
の
序
に
は
、『
一
百
二
十
礼
仏
』、

『
方
円
図
』、『
註
義
』
等
と
い
う
書
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。
私
（
最
澄
）
も
そ
の

詩
の
韻
に
和
し
て
返
礼
の
詩
を
作
っ
て
差
し
上
げ
た
い
の
だ
が
、
い
ま
だ
に
『
礼

仏
図
』
な
る
も
の
を
知
ら
な
い
。
ど
う
か
こ
の
旨
を
大
阿
闍
梨
（
空
海
）
に
伝
え

て
も
ら
い
、『
方
円
図
』・『
註
義
』
と
そ
の
大
意
と
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
き
た
い
、

必
ず
詩
を
造
り
阿
闍
梨
（
空
海
）
に
奉
り
た
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
最
澄
の
書
簡
と
三
船
の
消
息
を
比
較
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず

「
高
雄
範
闍
梨
法
前
」
と
「
戒
明
闍
梨
座
下
」
の
表
記
が
文
末
の
表
現
で
あ
る
点
、

そ
し
て
相
手
へ
の
敬
称
と
し
て
「（
阿
）
闍
梨
」
と
い
う
識
職
を
使
用
し
て
い
る
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こ
と
か
ら
も
酷
似
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
最
澄
の
『
久
隔

帖
』
で
は
先
述
の
よ
う
に
「
大
阿
闍
梨
」、
そ
の
他
に
も
「
阿
闍
梨
」
の
語
が
確

認
で
き
、
末
尾
に
は
「
小
法
弟
最
澄
状
上　

高
雄
範
闍
梨
」
と
ま
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
最
澄
は
泰
範
を
天
台
宗
の
立
場
で
は
な
く
密
教
（
真
言
宗
）
の
相

承
者
の
立
場
と
し
て
敬
意
を
は
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
泰
範
を
真

言
密
教
上
で
の
兄
弟
子
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
、「（
阿
）
闍
梨
」
と
い
う
敬
称
を

使
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
で
空
海
の
『
風
信
帖
』
を
見
る
と
、
明
ら

か
に
最
澄
の
文
面
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
空
海
は
「
阿
闍
梨
」
ま
た
は

「
闍
梨
」
と
い
う
敬
称
を
最
澄
に
は
用
い
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
（
こ
の
時
期
は

ま
だ
最
澄
に
潅
頂
を
授
け
て
い
な
い
）
51
（

）。

　

補
足
の
た
め
空
海
が
阿
闍
梨
と
敬
称
と
す
る
人
物
や
傾
向
を
、
彼
が
密
教
の
付

法
を
記
し
た
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』
か
ら
調
べ
る
と
、「
第
一
因
起
応
通
分

と
は
亦
た
分
け
て
三
と
な
す
。
一
に
は
叙
意
。
二
に
は
付
法
阿
闍
梨
の
名
号
を
列

ね
て
及
び
以
て
徳
を
表
す
。」）
52
（

と
述
べ
て
い
る
箇
所
の
続
き
に
、
空
海
の
阿
闍
梨

に
対
す
る
認
識
、
お
よ
び
阿
闍
梨
を
用
い
た
人
物
が
確
認
で
き
る
（
関
連
箇
所
に

傍
線
を
付
す
）。

第
二
列
付
法
阿
闍
梨
名
号
及
表
徳
者
。
彼
伝
法
阿
闍
梨
名
号
云
何
。
第
一
伝

法
阿
闍
梨
号
曰
摩
訶

盧
遮
那
娑
多
他
掲
多
。
第
二
付
法
祖
名
曰
金
剛
薩
埵

阿
闍
梨
耶
。
第
三
祖
名
曰
竜
猛
菩
薩
阿
闍
梨
耶
。
第
四
祖
名
曰
竜
智
菩
薩
阿

闍
梨
耶
。
第
五
祖
名
曰
金
剛
智
阿
闍
梨
耶
。
第
六
祖
不
空
金
剛
阿
闍
梨
耶
。

第
七
青
竜
寺
恵
果
阿
闍
梨
耶
。）
53
（

　

空
海
は
密
教
付
法
阿
闍
梨
に
は
七
人
い
る
と
明
か
し
、
真
言
密
教
に
お
け
る
伝

統
的
な
相
承
者
の
名
号
に
つ
い
て
「
付
法
阿
闍
梨
」
や
「
伝
法
阿
闍
梨
」
や
「
阿

闍
梨
耶
」
と
い
っ
た
表
記
の
敬
称
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま

り
、
空
海
は
阿
闍
梨
と
表
記
す
る
場
合
、
密
教
相
承
者
に
対
し
て
使
用
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
空
海
が
最
澄
に
対
し
て
「
阿
闍
梨
」
と
い
う
敬
称
を
使

用
し
て
い
な
い
の
は
、
密
教
の
受
法
者
、
相
承
者
で
は
な
い
と
す
る
理
解
に
基
づ

い
て
い
る
の
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
こ
の
こ
と
は
、
空
海
以
前
の
「
阿
闍
梨
」

の
敬
称
使
用
に
つ
い
て
も
大
い
に
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
54
（

。
そ
の

点
に
注
目
し
、
再
度
、『
久
隔
帖
』
を
見
る
と
「
奉
上
座
下
」
と
あ
る
。
こ
れ
も

戒
明
宛
の
書
状
に
あ
る
「（
阿
）
闍
梨
座
下
」
の
表
記
や
用
例
と
接
点
が
あ
る
の

は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
船
の
著
作
の
な
か
で
、「
闍
梨
座
下
」
と
い
っ

た
表
記
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
と
、
三
船
の
書
状
（
戒
明
宛
の
書

状
）
以
外
に
「
闍
梨
座
下
」
と
敬
称
が
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
管
見
の
限
り
確

認
で
き
な
か
っ
た
）
55
（

。
わ
ず
か
に
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
付
載
の
序
に
お
い
て
、

「
法
進
闍
梨
」
と
い
う
表
記
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
に
基

づ
い
て
い
る
（
関
連
箇
所
に
傍
線
を
付
す
）。

爰
有
鑑
真
和
上
。
張
網
而
会
臨
。
法
進
闍
梨
照
知
炬
而
戻
止
、
像
化
多
士
於

斯
為
盛
、
玄
風
不
墜
寔
頼
玆
焉
、
弟
子
浪
跡
囂
塵
、
馳
心
真
際
、
奉
三
帰
之
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有
地
、
欣
一
覚
之
非
遥
。）
56
（

　

一
見
す
る
と
「
法
進
闍
梨
」
と
「
戒
明
闍
梨
」
が
表
記
上
類
似
し
て
い
る
と
見

做
せ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
脈
か
ら
察
す
る
に
「
闍
梨
」
の
表
記
法
や
意
味
は

受
戒
作
法
に
お
け
る
指
導
者
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
識
職
と
し
て
の
表
記
と
は
異
な
る
も
の
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
こ
れ

に
関
し
て
も
、
蔵
中
の
指
摘
が
あ
る
の
で
参
考
の
た
め
紹
介
し
た
い
。

鑑
真
大
和
上
、
法
進
な
ど
の
来
朝
に
よ
っ
て
、
戒
律
伝
授
が
正
し
く
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
、こ
れ
は
、『
東
征
伝
』

『
延
暦
僧
録
』
な
ど
に
よ
る
と
、
同
年
四
月
に
戒
壇
を
立
て
て
、
太
上
天
皇
、

皇
太
后
、
天
皇
、
皇
太
子
を
は
じ
め
、
諸
僧
た
ち
が
登
壇
受
戒
し
た
こ
と
が

見
え
、
こ
れ
が
一
応
終
っ
て
、
来
日
最
大
の
目
的
が
一
段
落
し
て
か
ら
後
の

こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。）
57
（

　

蔵
中
は
、
鑑
真
と
一
緒
に
来
朝
し
た
法
進
に
つ
い
て
戒
律
伝
授
（
受
戒
）
作
法

上
の
師
と
し
て
理
解
し
て
い
る
）
58
（

。
筆
者
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
。
で
は
、
こ

の
法
進
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
彼
の
職
位
を
記
録
し
た
詩
を
見
る
と
、「
伝

灯
賢
大
法
師
大
僧
都
沙
門
釈
法
進
」
と
あ
る
）
59
（

。
す
な
わ
ち
職
位
と
し
て
の
阿
闍
梨

で
は
な
い
た
め
、『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
「
闍
梨
」
と
戒
明
宛
の
書
状
の
「
闍

梨
座
下
」
と
は
同
例
と
は
見
做
せ
な
い
の
は
確
実
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
を
整
理
す
る
と
、
三
船
の
論
難
に
あ
る
「
戒
明
闍
梨
座
下
」
と
い
う

表
記
は
、
戒
明
そ
の
人
へ
の
尊
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
三
船
の
論
難
に
見

え
る
「
戒
明
闍
梨
座
下
」
と
、
最
澄
の
『
久
隔
帖
』
の
宛
名
に
示
さ
れ
る
「
高
雄

範
闍
梨
法
前
」
の
用
例
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
記
を
す
る

条
件
と
し
て
重
要
に
な
る
の
が
、
密
教
の
潅
頂
を
受
法
し
た
人
物
の
み
に
適
応
さ

れ
る
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
表
記
は
戒
明
を
密

教
の
受
法
者
と
見
做
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
記
録
は
管

見
の
限
り
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
了
承
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
三
船
の
論
難
に
登
場
す
る
「
戒
明
闍
梨
座
下
」
と
す
る
表
記
そ
の
も

の
が
三
船
の
時
代
に
お
い
て
、
い
ま
だ
密
教
が
正
式
に
伝
来
し
て
い
な
い
こ
と
か

ら
も
、
こ
の
よ
う
な
表
記
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
用
例
か
ら
し
て
有
り
得
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
問
題
を
残
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
文
章

表
現
の
末
尾
の
敬
称
に
「
阿
闍
梨
」
と
表
記
す
る
の
は
最
澄
や
空
海
の
時
代
に
な

ら
な
け
れ
ば
、
確
認
で
き
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
で
は
、「
戒
明
闍
梨
座
下
」
と
す
る
戒
明
は
ど
の
よ
う
に
し
て
登
場
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
関
連
す
る
資
料
か
ら
検
討
を
加
え
管
見
を
述
べ

た
い
。

第
五
節　

大
安
寺
と
薬
師
寺
の
二
人
の
戒
明
闍
梨

　
　
　

  
―
『
薬
師
寺
唐
院
記
』
と
『
大
安
寺
唐
院
記
』
の
記
述
―

　
「
戒
明
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
調
べ
る
と
、
大
安
寺
と
薬
師
寺
に
同
名
異
人
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が
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
）
60
（

。
ま
ず
、
大
安
寺
の
戒
明
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ

た
『
釈
論
』
を
請
来
し
た
人
物
で
あ
る
。
薬
師
寺
の
戒
明
に
つ
い
て
は
、
大
安
寺

と
は
異
な
る
戒
明
が
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
れ
が
『
薬
師
寺
唐
院
記
』
に
確

認
で
き
る
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
（
傍
注
は<　

>

、
関
連
箇

所
に
傍
線
を
付
す
）。

薬
師
寺
大
唐
院
。
是
遣
唐
法
相
請
益
使
大
和
上
戒
明
闍
梨
創
作
也
。
額
云
大

唐
院
。
和
上
即
阿
波
国
之
土
産
。
阿
智
之
胤
流
。
承
仕
請
能
大
徳
伝
灯
写
瓶
。

依
学
忠
継
律
立
師
〈
立
師
恐
師
立
〉
身
掲
名
。
当
於
仁
明
天
皇
仁
明
天
皇
代
。

簡
遣
唐
之
使
鐘
闍
梨
運
。
廼
従
黄
紙
之
詔
。）
61
（

　

薬
師
寺
の
戒
明
は
、
当
寺
の
大
唐
院
を
創
建
し
た
（
阿
）
闍
梨
と
し
て
記
さ
れ

て
い
る
。
彼
は
仁
明
天
皇 (

第
五
四
代
天
皇
（
八
一
〇
〜
八
五
〇
）（
在
位

八
三
三
〜
八
五
〇
）
の
時
代
に
い
た
人
物
と
さ
れ
る
。
法
相
宗
の
請
益
僧
と
し
て

入
唐
し
、
潅
頂
を
受
法
し
た
と
見
做
し
得
る
記
述
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
記
事
か

ら
も
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
か
ら
天
応
元
年
（
七
八
一
）
に
入
唐
し
た
大
安
寺
戒

明
と
は
年
代
的
に
も
異
な
る
た
め
別
人
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
円
仁

が
筆
録
し
た
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
も
薬
師
寺
の
戒
明
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
傍
注
は
〈　

〉、
関
連
箇
所
に
傍
線
を
付
す
）。

大
使
等
以
今
月
十
二
日
。
到
楚
州
住
。
縁
上
都
不
得
売
買
。（
中
略
）
為
買

雑
物
来
。
又
聞
大
使
以
下
総
臥
病
。
辛
苦
無
極
。
病
後
漸
可
。
第
二
舶
判
官

藤
原
豊
並
。
路
間
臥
病
。
不
任
辛
苦
。
死
去
。
自
外
緒
人
。
竝
皆
平
善
。
真

言
請
益
円
行
法
師
。
入
青
竜
寺
。
但
得
廿
日
雇
廿
書
手
。
写
文
疏
等
。
法
相

請
益
法
師
。〈
戒
明
〉
不
得
入
京
。
更
令
弟
僧
義
澄
。
著
冠
成
判
官
傔
従
。）
62
（

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
法
相
の
請
益
僧
と
し
て
戒
明
が
入
唐
し
て
い
る
と
あ

る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
『
薬
師
寺
唐
院
記
』
の
記
事
と
も
一
致
し
て
い
る
。
つ

ま
り
薬
師
寺
の
戒
明
は
円
仁
（
七
九
四
〜
八
六
四
）（
入
唐
・
承
和
五
（
八
三
八
）

〜
十
四
（
八
四
七
））
と
同
時
期
に
入
唐
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ま
で

の
情
報
を
集
約
さ
せ
る
と
、
薬
師
寺
の
戒
明
と
は
、
円
仁
と
と
も
に
法
相
宗
の
請

益
法
師
と
し
て
入
唐
し
て
、
帰
朝
後
「
戒
明
（
阿
）
闍
梨
」
と
し
て
薬
師
寺
の
大

唐
院
を
創
建
し
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
『
唯
識
同
学
鈔
』
の

「
天
応
年
中
薬
師
寺
の
戒
明
和
尚
が
帰
朝
の
際
に
将
来
し
た
」）
63
（

と
い
う
記
述
は
、

大
安
寺
と
薬
師
寺
の
戒
明
を
と
り
ち
が
え
た
典
型
的
な
古
い
例
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

で
は
次
に
、
大
安
寺
と
薬
師
寺
の
戒
明
が
ど
の
よ
う
に
混
同
さ
れ
た
の
か
を
考

え
た
い
。
そ
れ
に
関
連
す
る
記
事
が
『
大
安
寺
唐
院
記
』（
平
安
時
末
期
の
撰
述
））
64
（

の
な
か
に
確
認
で
き
る
の
で
見
て
い
く
（
関
連
箇
所
に
傍
線
を
付
す
）。

一
同
寺
大
唐
院
。
是
唐
法
相
請
益
。
使
大
和
尚
上
戒
明
闍
梨
所
創
作
也
。
額

云
大
唐
院
。）
65
（
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『
大
安
寺
唐
院
記
』
に
は
法
相
宗
の
「
戒
明
闍
梨
」
が
大
安
寺
の
塔
頭
と
し
て

「
大
唐
院
」
を
建
立
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
再
度
、『
薬
師

寺
唐
院
記
』
に
も
類
似
す
る
記
事
が
あ
る
の
で
あ
げ
て
比
較
を
し
た
い
。
以
下
の

よ
う
な
内
容
で
あ
る
（
関
係
箇
所
に
傍
線
を
付
す
）。

薬
師
寺
大
唐
院
。
是
遣
唐
法
相
請
益
。
使
大
和
上
戒
明
闍
梨
創
作
也
。
額
云

太
唐
院
。）
66
（

　
『
薬
師
寺
唐
院
記
』
に
も
法
相
宗
の
「
戒
明
闍
梨
」
が
「
大
唐
院
」
を
建
立
し

た
と
あ
り
、『
大
安
寺
唐
院
記
』
と
ほ
ぼ
全
同
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。『
大
安
寺
唐
院
記
』
の
撰
述
時
期
が
平
安
時
代
末
期
の
作
で
あ
る
と
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
本
に
あ
た
る
『
薬
師
寺
唐
院
記
』
の
成
立
は
前
者
よ
り
も

先
行
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
薬
師
寺
の
戒
明
の
記
録
し
た
記
事
が
大
安
寺
の

戒
明
の
記
録
と
し
て
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
後
代
で
は
混
同
さ
れ
た
の
は

ほ
ぼ
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
加
え
て
、
薬
師
寺
の
戒
明
に
つ
い
て
「
戒
明

闍
梨
」
と
す
る
点
に
も
注
目
す
る
と
、
三
船
の
論
難
に
登
場
す
る
「
戒
明
闍
梨
座

下
」
と
す
る
表
記
と
も
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
現

段
階
で
知
り
得
た
点
を
以
下
の
六
点
に
ま
と
め
て
指
摘
し
た
い
。

　

 

① 

戒
明
の
事
績
を
記
録
す
る
『
本
朝
高
僧
伝
』
や
『
延
暦
僧
録
』
に
は
『
釈

論
』
請
来
に
関
す
る
記
事
が
確
認
で
き
な
い
。

　

② 

最
澄
の
『
守
護
国
界
章
』
の
論
難
、
済
暹
の
『
釈
摩
訶
衍
論
決
疑
破
難
会
釈

抄
』
の
説
、
安
然
の
『
悉
曇
蔵
』
の
説
等
に
は
、
戒
明
が
天
応
年
中
に
請
来

し
、『
釈
論
』
を
最
初
に
偽
撰
と
判
定
し
た
人
物
を
尾
張
大
僧
都
（
賢
璟
）

と
述
べ
て
お
り
、
三
船
に
次
ぐ
最
古
の
最
澄
の
論
難
で
は
三
船
に
言
及
し
て

い
な
い
。

　

③ 

大
安
寺
の
戒
明
の
経
歴
か
ら
も
阿
闍
梨
で
あ
る
と
す
る
記
録
は
確
認
で
き
な

い
。
戒
明
宛
の
書
状
に
あ
る
「
戒
明
闍
梨
座
下
」
と
い
う
表
記
や
用
例
は
空

海
や
最
澄
の
時
代
の
用
例
と
共
通
点
が
多
い
。

　

④ 

三
船
の
そ
の
他
の
著
作
を
確
認
し
て
も
、
戒
明
宛
の
書
状
の
よ
う
に
「
戒
明

闍
梨
」
と
い
っ
た
職
位
と
し
て
阿
闍
梨
と
表
記
す
る
用
例
は
管
見
の
限
り
確

認
で
き
な
い
。

　

⑤ 

戒
明
（
阿
）
闍
梨
に
関
す
る
記
事
の
所
在
を
調
べ
る
と
、『
薬
師
寺
唐
院
記
』

や
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
記
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
安
寺
の
戒

明
と
は
別
人
の
薬
師
寺
の
戒
明
が
大
安
寺
の
記
録
と
し
て
流
入
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
。

　

⑥ 

薬
師
寺
の
戒
明
は
「
戒
明
闍
梨
」
と
あ
り
、
三
船
の
論
難
の
「
戒
明
闍
梨
座

下
」
と
一
致
し
た
表
記
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
偶
然
の
一
致
と
は
思
え
な

い
。
こ
れ
に
は
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
や
『
薬
師
寺
唐
院
記
』
の

説
と
の
何
か
し
ら
の
関
連
を
疑
わ
せ
る
。

　

以
上
の
結
果
か
ら
、
三
船
の
論
難
に
あ
る
「
戒
明
闍
梨
座
下
」
と
い
う
表
記
に

は
、
最
澄
や
空
海
以
後
の
密
教
の
伝
来
を
俟
た
な
け
れ
ば
、
知
り
得
な
い
情
報
が
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確
認
で
き
る
。 

つ
ま
り
奈
良
時
代
の
文
章
表
現
と
い
う
よ
り
、
平
安
時
代
の
書
式

に
極
め
て
近
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
三
船
の
論
難
に
登
場
す
る

「
戒
明
闍
梨
」
は
後
代
の
円
仁
の
時
代
に
登
場
し
た
薬
師
寺
の
戒
明
の
説
を
取
り

込
ん
で
い
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
三
船
の
論
難

の
真
偽
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
情
報
が
揃
わ
ず
推
論
の

域
を
出
な
い
た
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
次
節
で
は
、
前

述
し
た
新
羅
僧
珍
聡
口
説
月
忠
説
の
根
拠
を
調
べ
、
最
終
的
に
は
『
釈
論
』
の
偽

撰
説
が
出
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
六
節　
「
新
羅
僧
珍
聡
口
説
月
忠
説
」
を
主
張
し
た
人
物
は
誰
か

　

本
節
で
は
、『
釈
論
』
作
者
に
対
す
る
異
論
が
出
さ
れ
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
異
論
が
一
体
ど
こ
か
ら
発
信
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
人
物

が
主
張
し
始
め
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
異
論
を
い
ち
早
く
紹

介
し
た
の
は
天
台
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
円
仁
（
入
唐
・
承
和
五
（
八
三
八
）

〜
十
四
（
八
四
七
））
の
情
報
と
し
て
、
彼
の
弟
子
で
あ
る
安
然
が
『
諸
阿
闍
梨

真
言
密
教
部
類
総
録
』）
67
（

に
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

八
家
総
録
上
云
。
釈
摩
訶
衍
論
十
巻
（
竜
樹
、
戒
明
初
来
之
日
道
俗
判
為
偽

論
、
次
徳
溢
師
引
用
、
叡
山
本
師
、
破
為
偽
論
、
仁
和
上
、
問
南
大
寺
新
羅

僧
珍
聡
云
、
新
羅
中
朝
山
月
忠
妄
造
、
後
海
和
上
、
奏
入
真
言
三
蔵
流
行
天

下
、
次
福
貴
山
道
詮
和
上
、
箴
誨
破
古
偽
論
、
立
為
真
論
）
釈
摩
訶
衍
論
疏

三
巻
（
法
敏
曉
奏
為
真
論
））
68
（

　

円
仁
が
南
大
寺
新
羅
僧
珍
聡
に
問
い
、「
新
羅
中
朝
山
月
忠
妄
造
」
と
い
う
返

答
を
得
た
と
す
る
。
さ
ら
に
安
然
は
偽
撰
説
支
持
者
が
最
澄
・
円
仁
で
あ
る
と

し
、
真
撰
説
支
持
者
は
徳
一
）
69
（

・
空
海
・
道
詮
で
あ
る
と
整
理
し
て
い
る
。
こ
の
他

に
も
彼
の
著
作
で
あ
る
、『
真
言
宗
教
時
義
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

問
。
摩
訶
衍
論
昔
者
、
戒
明
和
上
請
来
之
時
、
有
諸
道
俗
論
定
偽
論
。
又
南

大
寺
新
羅
国
僧
珍
聡
伝
云
。
是
論
新
羅
国
大
空
山
沙
門
月
忠
撰
也
。）
70
（

　

こ
ち
ら
で
も
、「
中
朝
山
」
や
「
大
空
山
」
と
山
の
名
前
が
異
な
る
け
れ
ど
も
、

同
国
の
「
沙
門
月
忠
」
の
撰
述
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
安
然

は
真
偽
に
対
す
る
自
ら
の
考
え
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
安
然
の
『
釈

論
』
を
取
り
扱
う
姿
勢
に
つ
い
て
、
杲
宝
の
見
解
が
あ
る
の
で
見
て
い
く
。

私
云
。
安
和
上
或
破
或
用
。
且
依
叡
山
両
大
師
、
判
以
為
偽
論
云
云
。
伝
教

破
文
如
国
界
章
。
仁
和
上
所
以
為
偽
論
、
依
新
羅
国
僧
珍
聡
口
説
。
即
任
彼

口
説
延
暦
寺
目
録
注
、
云
月
忠
作
。
安
公
処
処
釈
在
此
意
矣
。）
71
（

　

杲
宝
は
安
然
が
『
釈
論
』
を
偽
撰
と
批
判
し
な
が
ら
も
、
依
用
し
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
叡
山
両
大
師
（
最
澄
と
円
仁
）
が
偽
撰
で
あ
る
と
す
る
主



69　（関　悠倫）

張
を
支
持
し
て
い
る
と
紹
介
し
て
い
る
。
話
を
戻
す
が
、
他
の
天
台
祖
師
の
見
解

と
し
て
は
、
円
珍
作
と
伝
え
ら
れ
る
資
料
を
集
成
し
た
『
余
芳
編
年
雑
集
』
の

「
智
慧
輪
三
蔵
書
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
）
72
（

。

摩
訶
衍
論
十
巻
、
或
云
新
羅
僧
月
智
復
云

知

撰
、
或
云
此
論
者
竜
樹
造
、
什
法
師

釈
。
秘
之
不
載
於
録
。
或
云
摩
訶
衍
論
三
巻
、
従
中
天
来
伝
吐
蕃
。
未
審
彼

之
実
否
。）
73
（

　

そ
こ
に
は
、
二
つ
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
に
は
、
こ
の
論
は
十
巻
あ

り
、
新
羅
僧
の
「
月
智
」
あ
る
い
は
、「
月
知
」
と
い
う
人
物
が
、『
釈
論
』
を
撰

述
し
た
と
す
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
説
で
は
竜
樹
が
撰
述
し
、
そ
れ
を
「
什
法
師
」

つ
ま
り
羅
什
が
翻
訳
し
た
と
す
る
見
解
。
二
つ
に
は
こ
の
論
は
三
巻
あ
り
、
中
天

よ
り
、
吐
蕃
に
伝
来
し
た
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ

ろ
詳
細
は
不
明
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
考
察
に
入
る
前
に
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
が
、『
余
芳
編
年
雑
集
』
で
は
『
釈
摩
訶
衍
論
』
と
い
う
論
書
を
、

『
大
智
度
論
』
と
混
同
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
断
定
は
で

き
な
い
が
『
大
智
度
論
』
の
「
釈
摩
訶
衍
品
」
と
『
釈
摩
訶
衍
論
』
の
名
前
が
似

て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

『
大
智
度
論
』
は
百
巻
で
あ
る
か
ら
十
巻
か
ら
な
る
『
釈
論
』
と
間
違
う
可
能
性

は
低
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
ま
た
、
三
巻
本
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
中
天
よ

り
吐
蕃
に
請
来
さ
れ
た
と
す
る
説
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
理
解
や
説
に
基
づ
く
か

は
分
か
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
、『
余
芳
編
年
雑
集
』
の
説
は
信
憑
性
が
低
い
よ
う
に
思
え
、

入
唐
し
た
程
の
人
物
で
あ
る
円
珍
の
人
物
像
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
よ
う
に
見
え
て
し

ま
う
。
で
は
、
新
羅
僧
の
口
説
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
こ
こ
で
は
月
忠
で
は
な

く
、「
月
智
」
や
「
月
知
」
と
あ
る
も
の
の
新
羅
僧
で
あ
る
点
か
ら
す
る
と
、
円

仁
や
安
然
の
説
と
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
他
、
管
見
の

限
り
、
円
仁
や
円
珍
が
聞
い
た
と
す
る
新
羅
僧
珍
聡
、
そ
し
て
『
釈
論
』
作
者
と

紹
介
さ
れ
る
「
月
智
」
あ
る
い
は
「
月
知
」、「
月
忠
」
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、

そ
の
存
在
を
示
す
典
籍
や
僧
録
の
記
事
は
、
こ
の
記
事
以
外
に
は
見
出
せ
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
物
の
名
前
が
本
当
に
実
在
し
て
い
た
か
は
不
明
な
点

が
多
い
。
加
え
て
、
作
者
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
新
羅
僧
珍
聡
と
い
う
人
物
に

つ
い
て
も
何
者
な
の
か
、
実
在
し
た
人
物
な
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で

重
要
な
点
は
、
円
仁
や
円
珍
が
聞
い
た
と
す
る
新
羅
僧
珍
聡
の
口
説
が
、
そ
の
情

報
を
新
羅
の
地
で
聞
い
た
の
か
は
明
確
で
は
な
く
、
さ
ら
に
両
者
が
入
唐
僧
で

あ
っ
た
と
し
て
も
入
唐
先
か
ら
知
り
得
た
情
報
で
あ
る
と
も
言
い
切
れ
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
点
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と

に
し
た
い
。
そ
れ
は
以
下
の
二
点
に
な
る
）
74
（

。

⑴ 
珍
聡
と
は
日
本
に
い
た
新
羅
僧
で
あ
ろ
う
。

⑵ 
月
忠
・
月
智
・
月
知
と
い
う
名
前
は
、『
釈
論
』
の
注
釈
書
の
理
解
か
ら

着
想
を
得
て
作
り
出
さ
れ
た
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
⑴
の
珍
聡
と
い
う
僧
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
前
述
し
た
円
仁
の
記
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事
を
紹
介
し
た
安
然
の
『
諸
阿
闍
梨
真
言
密
教
部
類
総
録
』
に
は
、「
南
大
寺
新

羅
僧
珍
聡
」
と
あ
り
、
同
じ
く
彼
の
撰
述
し
た
『
真
言
宗
教
時
義
』
に
は
、「
南

大
寺
新
羅
国
僧
珍
聡
」
と
あ
る
。
し
か
し
『
悉
曇
蔵
』
に
は
「
大
安
寺
新
羅
国
僧

珍
聡
」
と
あ
っ
た
。
以
上
の
「
大
安
寺
」
と
「
南
大
寺
」
の
寺
院
名
に
着
目
す

る
。
い
ず
れ
も
珍
聡
の
名
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
、「
南
大
寺
」
と
「
大
安
寺
」

と
異
な
る
寺
院
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

大
安
寺
あ
る
い
は
南
大
寺
と
称
す
る
寺
院
を
調
べ
る
と
日
本
国
外
に
は
見
出
せ

ず
、
上
記
の
寺
院
名
を
別
称
と
し
て
い
る
寺
院
は
、
奈
良
の
南
都
七
大
寺
の
一
つ

で
あ
る
大
安
寺
し
か
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
で
き
る
。
当
寺
の
寺
伝
を
参
照
す

る
と
、
南
大
寺
と
別
称
さ
れ
た
時
代
が
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）
で
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
75
（

。
い
み
じ
く
も
当
寺
は
、『
釈
論
』
を
請
来
し
た
戒
明
の

止
住
し
た
寺
院
で
も
あ
り
、
同
論
と
深
い
関
係
性
を
に
お
わ
せ
る
。

　

こ
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
円
仁
や
円
珍
や
安
然
の
時
代
に
は
、
上
記
の
よ
う

な
大
安
寺
の
別
称
は
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
つ
ま
り
、

円
仁
や
円
珍
の
説
と
す
る
作
者
に
対
す
る
異
説
は
日
本
国
内
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

と
い
う
見
方
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て
、
円
仁
の
請
来
目
録
類
に
つ
い
て
も
調

べ
る
と
、『
釈
論
』
の
作
者
に
関
す
る
記
事
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
）
76
（

。
つ
ま
り
、

安
然
の
紹
介
す
る
記
事
の
み
し
か
、
円
仁
の
『
釈
論
』
作
者
に
関
連
す
る
説
を
確

認
で
き
な
い
。
こ
の
他
に
は
、
珍
聡
の
名
は
無
く
、
わ
ず
か
に
月
智
（
知
）
の
記

事
が
確
認
で
き
る
円
珍
の
『
余
芳
編
年
雑
集
』
の
み
で
あ
る
点
は
先
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
彼
の
作
と
伝
え
ら
れ
た
資
料
と
さ
れ
て
お
り
、
加

え
て
円
珍
の
入
唐
目
録
類
も
調
べ
た
が
、『
釈
論
』
に
関
す
る
記
事
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
）
77
（

。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
円
仁
と
円
珍
の
著
作
か
ら
作
者
に
関
わ
る
情
報
が
直
接
は
見

出
せ
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
形
で
述
べ
る
安
然
の
著
作
の
み

に
し
か
『
釈
論
』
の
作
者
に
対
す
る
異
説
が
確
認
で
き
な
い
と
い
う
結
果
が
得
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
（
こ
の
他
の
天
台
祖
師
（
最
澄
を
含
む
）
の
著
作
に
は
類
す
る

表
記
は
な
い
）。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
新
羅
僧
珍
聡
口
説
月
忠
」
説
は
、
安
然
が

そ
の
発
信
源
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

安
然
は
師
の
円
仁
と
は
異
な
り
、
入
唐
を
断
念
し
た
経
緯
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
安
然
自
身
が
新
羅
か
ら
の
情
報
を
入
手
し
た
と
い
う
推
考
は
成
り
立
た
な
い

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
お
こ
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
安
然
は
大
安
寺
や

南
大
寺
と
表
記
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
明
の
部
分
が
多
い
。
こ

こ
ま
で
を
整
理
す
る
と
、
安
然
の
記
事
の
み
珍
聡
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
に
な

り
、
寺
院
名
の
件
と
、
珍
聡
や
月
忠
に
関
す
る
典
籍
や
僧
録
に
記
録
が
無
い
点
か

ら
、
珍
聡
の
登
場
に
関
す
る
情
報
の
発
信
源
が
日
本
国
内
の
、
大
安
寺
を
中
心
と

し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
今
度
は
、
⑵
の
点
に

つ
い
て
少
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
『
釈
論
』
末
釈
の
な
か
で
最
も
古
く
に
成
立
し
た
）
78
（

、
唐
の
聖
法
撰
『
釈
摩
訶
衍

論
記
』
に
関
連
性
を
予
想
さ
せ
る
記
事
が
あ
る
。
こ
の
文
献
の
作
者
聖
法
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
り
、
そ
の
文
献
の
成
立
も
定
か
で
は
な
い
。
そ
の
な
か
で
聖
法
は

『
釈
論
』
の
序
に
記
さ
れ
る
「
日
珠
」
と
「
月
鏡
」）
79
（

な
る
名
前
に
つ
い
て
、
前
者
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を
『
起
信
論
』
作
者
で
あ
る
兄
・
馬
鳴
、
後
者
を
『
釈
論
』
作
者
で
あ
る
弟
・
竜

樹
の
因
位
の
名
前
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
彼
は
両
者
の
仏

名
（
大
光
明
仏
と
妙
雲
相
仏
）
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
）
80
（

。
こ
の
「
妙
雲
相
仏
」
と

い
う
名
は
管
見
の
限
り
、『
釈
摩
訶
衍
論
記
』
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
空
海
の
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』
に
お
い
て
真
言
第
三
祖
の
竜
樹
を

「
妙
雲
如
来
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
師
匠
で
あ
る
恵
果
（
七
四
六
〜
八
〇
五
）

の
口
説
と
し
て
得
た
情
報
で
あ
る
と
い
う
記
事
が
確
認
で
き
る
）
81
（

。

　

し
た
が
っ
て
『
釈
摩
訶
衍
論
記
』
の
成
立
は
唐
代
（
六
一
八
〜
九
〇
七
）
と
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
空
海
入
唐
の
八
〇
四
年
以
前
、
す
な
わ
ち
九
世
紀
前
半
を
下
回

る
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
。
加
え
て
、
上
記
の
説
は
、
遼
代
に
成
立
し
た
非
濁
の

『
三
宝
感
応
要 

略
録
』
の
「
馬
鳴
竜
樹
師
弟
感
応
」
に
お
い
て
再
説
さ
れ
て
お
り
、

新
た
な
馬
鳴
と
竜
樹
の
仏
名
が
付
加
さ
れ
て
い
く
）
82
（

。
こ
の
文
献
以
外
に
上
記
の
二

者
に
つ
い
て
言
及
す
る
典
籍
は
管
見
の
限
り
見
出
せ
な
い
）
83
（

。
以
上
を
整
理
す
る

と
、
ま
ず
聖
法
の
竜
樹
に
つ
い
て
「
月
鏡
」
と
い
う
異
称
の
解
説
が
存
在
す
る
。

後
代
に
な
る
と
日
本
に
お
い
て
、
円
仁
が
新
羅
僧
珍
聡
な
る
人
物
か
ら
、
作
者
を

月
忠
で
あ
る
と
返
答
を
得
た
と
言
い
、
円
珍
は
月
智
や
月
知
で
あ
っ
た
と
す
る
説

を
し
て
い
く
。
こ
の
円
仁
・
円
珍
の
説
を
安
然
が
紹
介
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

三
種
と
も
「
月
」
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
こ
で
筆
者
の
推
考

を
述
べ
る
と
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
安
然
が
紹
介
す
る
月
忠
説
は
日
本
の
大
安

寺
（
南
大
寺
）
に
い
た
と
さ
れ
る
新
羅
僧
珍
聡
の
説
で
あ
り
、
こ
の
口
説
の
発
端

は
新
羅
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
入
唐
八
家
の
円
仁
と
円
珍
の

著
作
に
は
上
記
の
口
説
は
確
認
で
き
な
い
点
も
不
審
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
同
じ

く
入
唐
八
家
の
一
人
で
あ
る
常
暁
は
『
釈
論
』
を
真
撰
と
見
て
お
り
、
日
本
以
外

の
国
（
中
国
や
朝
鮮
）
で
も
『
釈
論
』
を
真
撰
と
理
解
し
真
偽
問
題
は
議
論
さ
れ

て
い
な
い
）
84
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
偽
撰
論
者
が
日
本
国
外
で
有
力
な
説
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
、
新
た
な
有
力
と
見
え
る
説
を
主
張
す
る
た
め
、
日
本
に
い
る
新
羅

出
身
の
僧
侶
の
説
と
し
て
紹
介
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
際
に
、

『
釈
論
』
の
序
で
竜
樹
を
「
月
鏡
」
す
る
説
と
、
こ
の
「
月
鏡
」
説
を
解
説
す
る

『
釈
摩
訶
衍
論
記
』
の
記
述
を
総
合
さ
せ
て
、「
月
忠
」
等
の
名
を
導
き
出
し
た
の

で
は
な
い
か
と
推
考
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

結
果
的
に
、
本
研
究
に
お
い
て
「
新
羅
僧
珍
聡
口
説
月
忠
」
説
は
、
日
本
の
大

安
寺
か
ら
発
信
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
説
が
主
張
さ
れ
た
背
景
に

は
、
偽
撰
説
を
支
持
す
る
側
に
お
い
て
イ
ン
ド
成
立
で
は
な
く
、
竜
樹
の
作
で
も

な
い
と
す
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
本
当
の
作
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
偽
撰
説
論
者
が
新
羅
説
を
発
信

し
た
の
か
そ
の
理
由
や
根
拠
に
つ
い
て
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

こ
の
説
が
現
在
の
『
釈
論
』
成
立
問
題
に
お
け
る
新
羅
成
立
説
を
主
張
す
る
際
の

着
想
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
の
検
討
で
判
明
し
た
点
を
当
初
掲
げ
た
問
題
に
対
応
さ
せ
て
い
く
。
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① 

戒
明
が
何
時
頃
、『
釈
論
』
を
請
来
し
た
の
か
は
、
現
段
階
で
は
、
戒
明
が

宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
よ
り
天
応
元
年
（
七
八
一
）
ま
で
の
間
に
入
唐
し
、

帰
朝
後
、
尾
張
大
僧
都
賢
璟
に
よ
っ
て
、
最
初
に
偽
撰
の
判
定
が
な
さ
れ
た

と
見
た
い
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
従
来
説
で
あ
る
天
応
元
年
（
七
八
一
）

に
戒
明
が
『
釈
論
』
を
請
来
し
た
と
す
る
見
解
を
採
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ

れ
ま
で
の
三
船
が
最
初
に
偽
撰
説
を
出
し
た
と
の
見
解
に
対
し
て
は
、
最
澄

や
円
珍
や
安
然
等
）
85
（

の
説
に
三
船
の
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
点
や
、
三
船
の

論
難
に
登
場
す
る
「
戒
明
闍
梨
座
下
」
と
い
う
文
言
の
表
記
が
空
海
以
後
の

真
言
密
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
点
、
加
え
て
論
難
の
書
式

そ
の
も
の
の
体
裁
が
空
海
の
『
風
信
帖
』
や
最
澄
の
『
久
隔
帖
』
に
類
似
し

て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。
こ
の
他
に
も
、「
戒
明
」
に
つ
い
て
調
べ
る
と
、

こ
の
人
物
は
歴
史
上
、
大
安
寺
と
薬
師
寺
に
同
名
異
人
と
し
て
存
在
し
て
お

り
、
薬
師
寺
の
戒
明
が
円
仁
と
と
も
に
入
唐
し
阿
闍
梨
位
を
得
て
い
る
事
を

突
き
止
め
、
そ
の
こ
と
が
後
代
で
は
大
安
寺
の
戒
明
の
経
歴
に
も
流
入
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
つ
ま
り
、
円
仁
の
時
代
に
始
め
て
「
戒
明
阿
闍

梨
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
三
船
の
時
代
に
は
い
ま
だ
「
戒

明
阿
闍
梨
」
と
い
う
人
物
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
で
は
、
三
船
の
論
難
の
真
偽
を
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
が
、
情

報
が
揃
わ
ず
推
論
の
域
を
出
な
い
た
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
筆
者
は
三
船
の
論
難
に
は
不
審
な
点
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
は
、
今
後

さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
資
料
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

② 

天
台
側
が
『
釈
論
』
作
者
に
つ
い
て
新
羅
珍
聡
と
い
う
人
物
か
ら
伝
聞
と
し

て
、
月
忠
あ
る
い
は
月
知
、
ま
た
は
月
智
で
あ
る
と
す
る
説
を
展
開
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
珍
聡
や
月
忠
（
知
や
智
）
と
い
う
人
物
の
記
録
は
、
経

録
や
僧
録
か
ら
確
認
で
き
な
い
た
め
、
現
段
階
で
は
真
偽
不
明
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
『
釈
論
』
の
作
者
に
関
す
る
記
事
は
、
日
本
以
外
に
は
確
認
で
き

ず
、
安
然
が
示
す
大
安
寺
（
南
大
寺
）
を
発
信
源
と
し
て
い
た
。
現
段
階
で

は
、
日
本
国
内
の
何
者
か
が
「
新
羅
珍
聡
口
説
月
忠
（
知
・
智
）」
説
を
発

信
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
月
忠
（
知
や
智
）
の

名
前
の
由
来
に
つ
い
て
は
、『
釈
論
』
の
序
や
同
論
の
注
釈
書
か
ら
着
想
を

得
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
結
論
に
い
た
っ
た
。
で
は
、
新
羅
説
を

発
信
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
課

題
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
船
の
論
難
の
実
在
性
の
有
無
に
つ
い
て
決
定
的
な
言
及

は
で
き
な
い
ま
で
も
、
不
審
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
南
大
寺
（
大
安
寺
）
新

羅
国
僧
珍
聡
口
説
月
忠
説
」
の
情
報
源
に
つ
い
て
も
現
時
点
で
は
、
新
羅
そ
の
も

の
ま
で
に
は
遡
れ
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
り
、
加
え
て
先
行
研
究
の
な
か
に
は
月

忠
（
知
・
智
）
説
を
支
持
し
て
、
そ
こ
か
ら
新
羅
と
の
接
点
を
推
考
し
て
い
た
こ

と
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
新
た
な
資
料
の
登
場
を
俟
ち
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し

た
い
）
86
（

。
最
後
に
、
従
来
、『
釈
論
』
の
真
偽
論
争
の
規
模
に
つ
い
て
真
言
内
部
で



73　（関　悠倫）

起
こ
っ
た
と
い
う
見
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
結
果
か
ら
も
看
取
で
き
る
よ
う

に
、
真
言
内
部
で
は
な
く
、
戒
明
が
『
釈
論
』
を
請
来
し
た
直
後
よ
り
起
っ
た
も

の
で
あ
り
、
当
時
の
主
要
な
仏
教
者
を
巻
き
込
ん
だ
広
範
囲
な
論
争
で
あ
っ
た
）
87
（

と

言
え
る
だ
ろ
う
。

註（
１
） 

本
研
究
は
拙
稿
「『
釈
摩
訶
衍
論
』
請
来
時
に
け
る
二
、三
の
問
題
」（『
智
山
学

報
』
六
八
、二
〇
一
九
年
）
の
内
容
に
基
づ
い
て
お
り
、
原
稿
作
成
の
際
に
紙
幅

の
都
合
削
除
し
た
箇
所
や
脚
注
、
さ
ら
に
は
論
証
が
不
十
分
で
あ
っ
た
部
分

（
第
二
節
か
ら
第
五
節
）、
加
え
て
新
た
に
得
ら
れ
た
成
果
な
ど
を
（
第
六
節
）

大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
最
新
版
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
過
去
論
文
と
若
干
構
成

が
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
『
釈
論
』
請
来
時
に
お
け
る
問

題
点
を
改
め
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
り
、
特
に
三
船
の
論
難
の

妥
当
性
や
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
請
来
者
に
関
す
る
新
た
な
情
報
、

撰
述
者
と
さ
れ
る
人
物
に
対
す
る
考
察
等
に
つ
い
て
広
範
囲
、
且
つ
丁
寧
に
論

じ
な
く
て
は
論
証
で
き
ず
新
た
な
知
見
を
呈
示
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
以
上

の
点
を
了
解
頂
き
た
い
。

（
２
） 

森
田
龍
僊
『
釈
摩
訶
衍
論
之
研
究
』（
山
城
屋
文
政
堂
、
一
九
三
五
年
、
七
九
〇

頁
―
七
九
一
頁
、
四
九
八
頁
、
五
〇
五
頁
）、
大
山
公
淳
「
釈
摩
訶
衍
論
真
偽
問

題
」（『
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
干
潟
博
士
古
稀
記
念
会
、一
九
六
四
年
）、

同
著
『
大
山
公
淳
先
徳
聞
書
集
成
』
一
（
東
方
出
版
、
一
九
九
四
年
、
三
五
五

頁
―
三
五
六
頁
）、
那
須
政
隆
『
釈
摩
訶
衍
論
講
義
』（
成
田
山
新
勝
寺
、

一
九
九
二
年
、
三
頁
―
十
頁
）、
中
村
正
文
（
本
然
）「
釈
摩
訶
衍
論
の
成
立
に

関
す
る
諸
資
料
」（
平
川
彰
編
『
仏
教
研
究
の
諸
問
題
』
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
八
七
年
、
九
七
頁
―
一
二
八
頁
）

（
３
） 

『
宝
冊
鈔
』
巻
八
（
大
正
蔵
七
七
、八
二
〇
頁
下
―
八
二
二
頁
上
）

（
４
） 

『
同
右
』
巻
八
（
大
正
蔵
七
七
、八
二
一
頁
中
）

（
５
） 

『
同
右
』
巻
八
（
大
正
蔵
七
七
、八
二
二
頁
上
）

（
６
） 

三
節
お
よ
び
第
四
節
で
述
べ
る
よ
う
に
三
船
と
さ
れ
る
消
息
に
は
、
戒
明
請
来

の
記
事
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
最
澄
の
『
守
護
国
界
章
』
巻
上
之
中
に
も
確

認
で
き
る
（
大
正
蔵
八
四
、三
七
四
頁
下
）。

（
７
） 

小
野
玄
妙
「
仏
教
の
美
術
と
歴
史
〈
下
〉」（『
小
野
玄
妙
著
作
集
』
十
、
開
明
書

院
、
一
九
七
七
年
、
八
九
七
頁
―
九
〇
七
頁
）

（
８
） 

寺
崎
修
一
「
弘
法
大
師
の
師
主
に
関
す
る
一
考
察
」（『
常
盤
博
士
還
暦
記
念
仏

教
論
叢
』
弘
文
堂
書
房
、　

一
九
三
三
年
）、
堀
池
春
峰
「
弘
法
大
師
と
南
都
仏

教
」（『
弘
法
大
師
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
一
〇
一
頁
―
一
五
九

頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９
） 

高
木
訷
元
「
弘
法
大
師
空
海
の
入
唐
求
法
へ
の
軌
跡
」（『
高
野
山
大
学
密
教
文

化
研
究
所
紀
要
』
十
三
、　

二
〇
〇
〇
年
）

（
10
） 

中
村
正
文
（
本
然
）「
釈
摩
訶
衍
論
の
成
立
に
関
す
る
諸
資
料
」（
平
川
彰
編

『
仏
教
研
究
の
諸
問
題
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
七
年
、
一
一
一
頁
―
一
一
二

頁
）

（
11
） 

蔵
中
進
『
唐
大
和
上
東
征
伝
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
、
八
四
頁
）

（
12
） 

『
唯
識
同
学
鈔
』
巻
四
（
大
日
本
仏
教
全
書
七
六
、三
五
七
頁
下
）、
ま
た
大
正
蔵

六
六
、一
七
五
頁
下
、
に
も
同
題
の
著
作
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
趣
意
と
し
た

も
の
の
よ
う
で
仏
教
全
書
本
の
内
容
と
は
同
じ
で
は
な
い
。『
宝
冊
鈔
』
巻
八

（
大
正
蔵
七
七
、八
二
〇
頁
下
―
八
二
二
頁
上
）
に
は
若
干
異
な
る
が
同
じ
内
容

が
確
認
で
き
る
。

（
13
） 

三
船
の
「
送
戒
明
和
尚
状
」
の
自
筆
原
本
は
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の

初
見
が
貞
和
二
年
（
一
三
四
五
）
六
月
よ
り
翌
年
五
月
頃
の
成
立
と
さ
れ
る

『
ア
キ
ャ
シ
ャ
鈔
』
巻
第
一
八
（
真
言
全
二
一
、一
四
三
頁
）
の
「
釈
摩
訶
衍
論

真
偽
事
」
所
引
「
三
船
真
人
送
戒
明
和
尚
状
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
書
を
杲

宝
が
口
述
し
観
宝
が
筆
述
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
賢
宝
が
貞
和
六
年
（
一
三
五
〇
）

に
改
訂
・
補
修
し
た
も
の
が
『
宝
冊
鈔
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
（『
密
教
大
辞

典
』、
十
二
頁
中
―
下
）。
以
上
の
二
種
の
他
に
、『
唯
識
同
学
鈔
』（
大
日
本
仏
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教
全
書
六
七
、三
五
四
頁
―
三
五
八
頁
）
の
「
真
如
熏
習
」
に
「
古
人
淡
海
居
士

送
于
戒
明
闍
梨
消
息
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以
上
三
種
の
書
状
に
あ
る

内
容
の
同
異
に
つ
い
て
は
既
に
、
松
本
信
道
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
松
本
は
書

状
の
名
称
の
表
記
に
注
目
し
、
編
纂
の
過
程
で
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
分

析
し
指
摘
し
て
い
る
（「
淡
海
三
船
「
送
戒
明
和
尚
状
」
の
再
検
討
」『
駒
沢
大

学
仏
教
文
学
研
究
』
十
三
、二
〇
一
〇
年
）。

（
14
） 

『
宝
冊
鈔
』
巻
八
（
大
正
蔵
七
七
、八
二
〇
頁
下
―
八
二
二
頁
上
）

（
15
） 

『
唯
識
同
学
鈔
』
巻
四
（
大
日
本
仏
教
全
書
七
六
、三
五
七
頁
下
―
三
五
八
頁
上
）。

手
紙
に
記
載
さ
れ
る
年
月
日
も
同
じ
で
あ
る
。

（
16
） 

『
本
朝
高
僧
伝
』
の
成
立
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
後
代
の
作
で
あ
る
か
ら
史
実
と
し
て
認
め
が
た
い
点
が
多
い
こ
と
が
先
行
研

究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
で
は
そ
の
点
も
鑑
み
て
、
当
文
献
以

外
に
成
立
年
代
の
古
い
思
託
撰
『
延
暦
僧
録
』
も
参
照
し
た
。

（
17
） 

『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
四
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
〇
二
、九
九
頁
下
）

（
18
） 

松
本
信
道
「
徳
清
の
入
唐
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
大
学
文
学
研
究
紀
要
』

六
八
、二
〇
一
三
年
、
五
頁
―
八
頁
）

（
19
） 

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
唐
思
託
の
『
延
暦
僧
録
』（
大
日
本
仏
教
全
書

一
〇
一
、七
八
頁
上
―
七
九
頁
上
）
に
も
あ
る
。
厳
密
に
は
、『
日
本
高
僧
伝
要

文
抄
第
三
』
に
傍
証
と
し
て
収
載
さ
れ
た
も
の
で
、『
延
暦
僧
録
』
自
体
が
完
本

と
し
て
現
存
し
て
い
な
い
。『
延
暦
僧
録
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

先
行
研
究
に
よ
っ
て
延
暦
七
年
が
妥
当
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
松
本
信

道
「『
延
暦
僧
録
』
戒
明
伝
の
史
料
的
特
質
」（『
駒
沢
史
学
』（
三
七
、一
九
八
七

年
）。

（
20
） 

『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
四
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
〇
二
、九
九
頁
下
）

（
21
） 

『
延
暦
僧
録
』（『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
第
三
』
収
載
）（
大
日
本
仏
教
全
書

一
〇
一
、七
八
頁
上
―
七
九
頁
上
）

（
22
） 

松
本
信
道
「
徳
清
の
入
唐
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
大
学
文
学
研
究
紀
要
』

六
八
、二
〇
一
三
年
、
七
頁
―
十
頁
）

（
23
） 

「
同
右
」（『
駒
沢
大
学
文
学
研
究
紀
要
』
六
八
、二
〇
一
三
年
、
十
頁
）

（
24
） 

松
本
信
道
「『
東
大
寺
六
宗
未
決
義
』
の
思
想
史
的
意
義
」（『
駒
沢
史
学
』

六
一
、二
〇
〇
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
25
） 

「
同
右
」（『
駒
沢
史
学
』
六
一
、二
〇
〇
三
年
、
九
頁
）

（
26
） 

『
続
日
本
紀
』
巻
十
八
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
二
、二
一
二
頁
（
天
平
勝
宝
三
年

正
月
二
七
日
の
条
））
尚
、
こ
れ
に
つ
い
て
蔵
中
進
『
唐
大
和
上
東
征
伝
の
研

究
』「
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
に
は
、
淡
海
三
船
は
正
五
位
上
の
位
に
あ
っ
て
文

章
博
士
、
前
年
二
月
か
ら
は
大
学
頭
に
も
任
ぜ
ら
れ
て
い
て
、
当
代
に
お
け
る

学
界
、
教
育
界
の
最
高
指
導
者
で
あ
り
、
年
齢
は
五
十
八
歳
に
な
っ
て
い
た
。」

（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
、
一
三
七
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 

『
同
右
』
巻
十
八
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
二
、二
一
二
頁
（
宝
亀
三
年
四
月
二
十

日
の
条
））

（
28
） 

尚
、
三
船
の
論
難
の
後
半
に
は
、「
昔
膳
大
丘
、
従
唐
持
来
金
剛
蔵
菩
薩
注
金
剛

般
若
経
、
亦
同
此
論
並
偽
妄
作
也
。」（『
宝
冊
鈔
』
八
巻
（
大
正
蔵
七
七
、

八
二
一
頁
上
））
と
い
う
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
三
船
が
『
釈
論
』
と
同
様
に
膳
大

丘
が
将
来
し
た
金
剛
蔵
菩
薩
撰
『
金
剛
般
若
経
注
』
も
偽
撰
で
あ
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
『
金
剛
般
若
経
注
』
に
つ
い
て
は
、
伊
吹
敦
「
北
宗
禅
の
新

資
料　

―
金
剛
蔵
菩
薩
撰
と
さ
れ
る
『
観
世
音
経
讃
』
と
『
金
剛
般
若
経
註
』

に
つ
い
て
―
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
七
、一
九
九
一
年
）、
同
「
初
期

の
禅
宗
に
お
け
る
経
典
注
釈　

―
『
金
剛
蔵
菩
薩
注
』
に
関
す
る
研
究
の
整
理

―
」（
福
井
文
雅
博
士
古
稀
記
念
論
集
『
ア
ジ
ア
文
化
の
思
想
と
儀
礼
』

二
〇
〇
五
年
、
春
秋
社
）
に
お
い
て
、
敦
煌
出
土
の
典
籍
か
ら
、
金
剛
蔵
菩
薩

撰
と
さ
れ
る
『
観
世
音
経
讃
』
と
『
金
剛
般
若
経
注
』
を
発
見
し
、
詳
細
に
分

析
し
完
全
な
形
で
翻
刻
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
が
証
明
さ
れ
世
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
『
金
剛
般
若
経
注
』
と
『
釈
論
』
と
の
関
係
、

そ
し
て
三
船
の
論
難
に
登
場
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
29
） 

森
田
龍
僊
『
釈
摩
訶
衍
論
之
研
究
』（
山
城
屋
文
政
堂
、
一
九
三
五
年
、
七
九
〇

頁
―
七
九
一
頁
、
四
九
八
頁
）

（
30
） 
中
村
正
文
（
本
然
）「
釈
摩
訶
衍
論
の
成
立
に
関
す
る
諸
資
料
」（
平
川
彰
編

『
仏
教
研
究
の
諸
問
題
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
七
年
、
一
一
一
頁
―
一
一
二
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頁
）

（
31
） 
大
山
公
淳
「
釈
摩
訶
衍
論
の
真
偽
問
題
」（『
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
干

潟
博
士
古
稀
記
念
会
、　

一
九
六
四
年
、
四
五
八
頁
）

（
32
） 

那
須
政
隆
『
釈
摩
訶
衍
論
講
義
』（
成
田
山
新
勝
寺
、
一
九
九
二
年
、
五
頁
）

（
33
） 

『
守
護
国
界
章
』
巻
上
之
中
（
大
正
蔵
七
四
、一
六
二
頁
中
）

（
34
） 

『
唯
識
同
学
鈔
』
巻
十
九
（
大
正
蔵
六
六
、一
七
五
頁
中
―
下
）。
恐
ら
く
こ
の
説

に
登
場
す
る
薬
師
寺
戒
明
は
、
大
安
寺
の
戒
明
と
勘
違
い
を
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
薬
師
寺
戒
明
は
円
仁
（
七
九
四
〜
八
六
四
）（
入
唐
・
承
和
五

（
八
三
八
）
〜
十
四
（
八
四
七
））
と
と
も
に
入
唐
し
た
人
物
の
こ
と
を
指
す
の

で
時
代
が
異
な
り
後
代
の
人
物
で
あ
る
。

（
35
） 

『
釈
摩
訶
衍
論
決
疑
破
難
会
釈
抄
』（
大
正
蔵
六
九
、五
七
〇
頁
下
）。
ま
た
、
当

典
籍
に
は
三
船
の
論
難
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
も
の
の
戒
明
宛
と
さ
れ
る
書
状

は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
済
暹
の
時
代
に
あ
っ
て
は
当
典
籍
を
作
製
す

る
時
点
で
三
船
の
論
難
と
さ
れ
る
情
報
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
36
） 

『
天
台
名
目
類
聚
鈔
』
巻
一
（
善
本
仏
典
四
十
、七
二
頁
上
）。
貞
舜
の
生
没
年
に

つ
い
て
は
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
巻
八
を
参
照
し 

た
。

（
37
） 

鎌
田
茂
雄
他
編
『
大
蔵
経
全
解
説
大
事
典
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
年
、

八
〇
二
頁
）、
ま
た
、
末
木
文
美
士
『
平
安
初
期
仏
教
思
想
の
研
究
』（
春
秋
社
、

一
九
九
五
年
、
五
四
頁
）
に
は
、『
悉
曇
蔵
』
の
成
立
に
つ
い
て
当
文
献
の
序
か

ら
「
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
四
十
歳
の
時
に
撰
述
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
38
） 

『
悉
曇
蔵
』
巻
一
（
大
正
蔵
八
四
、三
七
四
頁
下
）

（
39
） 

『
宝
冊
鈔
』
巻
八
（
大
正
蔵
七
七
、八
二
五
頁
下
）

（
40
） 

望
月
信
亨
『
大
乗
起
信
論
之
研
究
』（
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
二
二
年
、
二
四
〇

頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
41
） 

因
み
に
最
澄
の
『
守
護
国
界
章
』
に
あ
る
『
釈
論
』
に
対
す
る
偽
撰
説
主
張
は
、

そ
も
そ
も
徳
一(

七
六
〇
？
〜
八
四
〇
？) 

と
の
論
戦
の
中
で
展 

開
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
最
澄
は
、
徳
一
が
修
円
の
弟
子
で
あ
り
、
そ
の
修
円
の
師
が

賢
璟
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
論
難
者
に
対
し
効
果
的
な
論
駁
を
し
て

い
る
。
最
澄
は
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
た
と
さ
れ
る
（
薗
田
香
融

『
平
安
仏
教
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
八
一
年
、
五
八
頁
）。

（
42
） 

大
山
公
淳
「
釈
摩
訶
衍
論
の
真
偽
問
題
」（『
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
干

潟
博
士
古
稀
記
念
会
、　

一
九
六
四
年
、
四
六
一
頁
）

（
43
） 

『
宝
冊
鈔
』
巻
八
（
大
正
蔵
七
七
、八
二
〇
頁
下
―
八
二
二
頁
上
）

（
44
） 

弘
始
三
年
と
承
聖
三
年
を
西
暦
に
変
換
し
直
す
と
、
そ
の
差
は
一
五
三
年
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。
一
五
二
年
と
い
う
数
字
が
ど
の
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。

（
45
） 

森
田
龍
僊
『
釈
摩
訶
衍
論
之
研
究
』（
山
城
屋
文
政
堂
、
一
九
三
五
年
、
七
四
三

頁
）
こ
の
森
田
説
に
対
し
て
蔵
中
進
は
「
三
船
は
お
お
よ
そ
そ
の
年
数
を
と
っ

た
ま
で
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
目
く
じ
ら
を
立
て
る
ほ
ど
の
こ
と
は
あ
る
ま

い
。」
と
私
見
を
述
べ
三
船
説
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
（『
唐
大
和
上
東
征

伝
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
、
一
四
〇
頁
）。

（
46
） 

蔵
中
進
『
唐
大
和
上
東
征
伝
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
、
一
四
五
頁
）

（
47
） 

『
同
右
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
、
一
四
五
頁
―
一
四
六
頁
）

（
48
） 

『
日
本
銘
筆
選
三
六　

光
明
皇
后　

空
海　

最
澄
集
』（
二
玄
社
、
二
〇
一
六
年
、

十
四
頁
―
十
九
頁
）

（
49
） 

『
同
右
』（
二
玄
社
、
二
〇
一
六
年
、
八
四
頁
―
八
九
頁
）

（
50
） 

『
同
右
』（
二
玄
社
、
二
〇
一
六
年
、
九
二
頁
）

（
51
） 

最
澄
は
入
唐
し
た
お
り
、
順
暁
か
ら
潅
頂
を
受
法
し
て
い
る
。
し
か
し
中
国
で

は
密
教
の
系
譜
上
、
恵
果
が
主
系
で
あ
り
、
そ
の
第
一
の
後
継
者
が
空
海
で
あ

る
か
ら
、
順
暁
の
密
教
受
法
は
主
系
の
流
れ
と
は
見
做
さ
れ
て
い
な
い
。

（
52
） 

『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』（
弘
大
全
一
、一
頁
）

（
53
） 

『
同
右
』（
弘
大
全
一
、四
頁
）

（
54
） 

和
田
英
松
・
所
功
校
訂
『
新
訂
官
職
要
解
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
六

年
、
三
七
〇
頁
）「
伝
法
阿
闍
梨
と
は
、
天
台
・
真
言
の
大
法
を
伝
え
る
僧
を
い

う
。
そ
の
う
ち
主
た
る
師
僧
を
大
阿
闍
梨
と
い
っ
た
。」
と
あ
る
。

（
55
） 

資
料
に
つ
い
て
は
蔵
中
進
『
唐
大
和
上
東
征
伝
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
六

年
、
一
四
九
頁
―
一
五
〇
頁
）
に
お
い
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を

も
と
に
資
料
の
記
述
を
調
べ
た
。
し
か
し
本
研
究
で
問
題
と
す
る
点
に
つ
い
て
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は
氏
の
指
摘
は
な
い
。『
唐
大
和
上
東
征
伝
』（
群
書
類
従
五
、五
二
八
頁
上
―

五
四
三
頁
下
）、『
大
安
寺
碑
文
一
首
並
序
』（
大
日
本
仏
教
全
書
一
一
八
、

一
三
一
頁
上
―
一
三
三
頁
上
）、『
経
国
集
』（
群
書
類
従
八
、五
〇
九
頁
下
―

五
一
〇
頁
上
）、
に
は
関
連
す
る
記
事
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
56
） 

『
唐
大
和
上
東
征
伝
』（
群
書
類
従
五
、五
四
二
頁
上
）

（
57
） 

蔵
中
進
『
唐
大
和
上
東
征
伝
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
、
二
二
一
頁
―

二
二
二
頁
）

（
58
） 

『
官
職
要
解
』
を
見
る
と
、「
阿
闍
梨　

ア
ジ
ヤ
リ
と
も
ア
ザ
リ
と
も
よ
み
、
略

し
て
闍
梨
と
も
か
く
。
規
範
の
義
で
、
能
く
子
弟
を
糾
正
す
る
意
だ
と
、『
釈
氏

要
覧
』
に
見
え
て
い
る
。」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
（
和
田
英
松
・
所
功
校
訂
『
新

訂
官
職
要
解
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
六
年
、
三
七
〇
頁
）。『
釈
氏
要
覧
』

（
大
正
蔵
五
四
、二
六
〇
頁
下
）。

（
59
） 

『
唐
大
和
上
東
征
伝
』（
群
書
類
従
五
、五
四
二
頁
下
）

（
60
） 

小
林
信
彦
「
世
界
仏
教
史
の
立
場
か
ら
見
た
正
統
空
海
伝
の
成
立
過
程
」（『「
大

乗
起
信
論
」
の
研
究
』
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
四
頁
―
一
七
一

頁
）。
し
か
し
、
小
林
は
三
船
の
消
息
に
登
場
す
る
「
戒
明
闍
梨
」
に
つ
い
て
は

注
目
し
て
い
な
い
。

（
61
） 

『
薬
師
寺
唐
院
記
』（
大
日
本
仏
教
全
書
一
一
八
、二
四
六
頁
下
）

（
62
） 

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
一
（
大
日
本
仏
教
全
書
（
鈴
木
学
術
財
団
本
）

七
二
、九
二
頁
下
）

（
63
） 

『
唯
識
同
学
鈔
』
巻
十
九
（
大
正
蔵
六
六
、一
七
五
頁
中
―
下
）

（
64
） 

仏
教
全
書
の
『
大
安
寺
唐
院
記
』
解
説
に
は
平
安
時
代
末
期
と
あ
る
（
大
日
本

仏
教
全
書
（
鈴
木
学
術
財
団
本
）
九
九
、一
一
二
頁
中
―
下
）。

（
65
） 

『
大
安
寺
唐
院
記
』
巻
一
（
大
日
本
仏
教
全
書
一
一
八
、一
三
四
頁
上
）

（
66
） 

『
薬
師
寺
唐
院
記
』（
大
日
本
仏
教
全
書
一
一
八
、二
四
六
頁
下
）

（
67
） 

末
木
文
美
士
『
平
安
初
期
仏
教
思
想
の
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
九
五
年
、
五
四

頁
―
五
五
頁
）
末
木
は
当
該
書
の
成
立
に
つ
い
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

そ
れ
は
当
文
献
の
序
文
の
記
述
に
つ
い
て
、
相
違
す
る
内
容
を
示
す
諸
本
が
あ

り
、
そ
れ
ら
を
精
査
す
る
こ
と
で
安
然
の
没
年
を
決
め
る
の
に
有
効
で
あ
る
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

（
68
） 

『
諸
阿
闍
梨
真
言
密
教
部
類
総
録
』
巻
上
（
大
正
蔵
五
五
、一
一
六
頁
中
）
補
記

と
し
て
、『
諸
阿
闍
梨
真
言
密
教
部
類
総
録
』
に
は
福
貴
の
説
と
し
て
「
次
福
貴

山
道
詮
和
上
箴
誨
破
古
偽
論
立
為
真
論
」
と
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
「
立
為
真

論
」
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。
こ
の
ま
ま
読
む
と
「
立
て
て
真
論
と
な
す
」

と
な
り
違
和
感
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る
記
事
が
道
範
の
『
釈
摩
訶
衍
論
応

教
鈔
』
に
確
認
で
き
る
。
そ
こ
に
は
「
次
福
貴
山
道
詮
和
上
、
箴
誨
破
古
偽
論
、

立
為
真
言
法
。
奏
為
真
論
文
。
已
上
秘
録
」（
大
正
蔵
六
九
、五
八
四
頁
中
）
と

あ
る
。
本
来
は
こ
の
文
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
69
） 

徳
一
（
七
六
〇
？
〜
八
四
〇
？
）
が
撰
述
し
た
『
真
言
宗
未
決
文
』
の
「
即
身

成
仏
疑
」
の
な
か
に
「
彼
の
菩
提
心
論
と
此
の
摩
訶
衍
論
」
と
倶
に
竜
樹
菩
薩

の
所
造
な
れ
ど
も
、
豈
に
相
違
あ
ら
ん
や
。」（
大
正
蔵
七
七
、八
六
三
頁
下
）
と

い
う
記
述
が
あ
る
。
一
見
す
る
と
『
釈
論
』
を
偽
撰
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
見

え
る
が
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
は
『
菩
提
心
論
』
と
『
釈
論
』
の
説
い
て
い
る

内
容
を
比
較
す
る
と
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
二
種
の
論
書
は

同
じ
竜
樹
の
著
作
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
と
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
徳
一
は
『
釈
論
』
を
偽
撰
で
あ
る
と
か
、
空
海
の
『
釈
論
』
依
用
に
つ

い
て
批
判
し
た
も
の
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
70
） 

『
真
言
宗
教
時
義
』
巻
一
（
大
正
蔵
七
五
、三
七
五
頁
中
）

（
71
） 

『
宝
冊
鈔
』
巻
八
（
大
正
蔵
七
七
、八
二
一
頁
下
）

（
72
） 

『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
十
一
（
大
東
出
版
社
、
一
九
六
七
年
、
一
四
八
頁
―

一
四
九
頁
）

（
73
） 

『
智
証
大
師
全
集
』
巻
下
（
一
三
三
八
頁
下
）

（
74
） 

本
研
究
で
論
じ
る
問
題
は
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
75
） 

大
安
寺
史
編
集
委
員
会
『
大
安
寺
史
・
史
料
』（
名
著
出
版
、
一
九
八
四
年
、

五
七
六
頁
）

（
76
） 
『
日
本
国
承
和
五
年
入
唐
求
法
目
録
』（
大
正
蔵
五
五
）、『
慈
覚
大
師
在
唐
送
進

録
』（
大
正
蔵
五
五
）、『
入
唐
新
求
聖
教
目
録
』（
大
正
蔵
五
五
）
等
に
は
『
釈

論
』
に
関
す
る
記
事
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。



77　（関　悠倫）

（
77
） 
『
開
元
寺
求
得
経
疏
記
等
目
録
』（
大
正
蔵
五
五
）、『
福
州
温
州
台
州
求
得
経
律

論
疏
記
外
書
等
目
録
』（
大
正
蔵
五
五
）、『
青
竜
寺
求
法
目
録
』（
大
正
蔵

五
五
）、『
日
本
比
丘
円
珍
入
唐
求
法
目
録
』（
大
正
蔵
五
五
）
等
に
は
、『
釈
論
』

に
関
す
る
記
事
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
78
） 

那
須
政
隆
『
釈
摩
訶
衍
論
講
義
』（
成
田
山
新
勝
寺
、
一
九
九
二
年
、
十
一
頁
）

参
照
さ
れ
た
い
。

（
79
） 

『
釈
摩
訶
衍
論
』
巻
一
（
大
正
蔵
三
二
、五
九
二
頁
上
）

（
80
） 

『
釈
摩
訶
衍
論
記
』
巻
一
（
卍
続
蔵
七
二
、七
三
一
頁
下
）、
拙
稿
「『
釈
摩
訶
衍

論
』
に
お
け
る
「
六
馬
鳴
」
に
つ
い
て
」（『
東
洋
学
研
究
』
五
四
、二
〇
一
七

年
）

（
81
） 

『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』（
弘
大
全
一
、五
頁
―
六
頁
）

（
82
） 

『
三
宝
感
応
要
略
録
』
巻
三
（
大
正
蔵
五
一
、八
五
六
頁
上
）

（
83
） 

竜
樹
を
妙
雲
相
仏
で
あ
る
と
説
く
『
華
厳
経
海
印
道
場
懺
儀
』
巻
四
二
「
初
西

域
流
伝
華
厳
諸
師
」（
卍
続
蔵
一
二
八
、七
〇
九
頁
中
）
が
あ
る
。
し
か
し
馬
鳴

に
つ
い
て
は
詳
し
く
な
い
。
聖
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
84
） 

『
常
暁
和
尚
請
来
目
録
』
巻
一
（
大
正
蔵
五
五
、一
〇
六
九
頁
中
）

（
85
） 

安
然
の
説
に
は
「
道
俗
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
。
こ
れ
が
三
船
の
説
を
言
っ
て

い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
す
る
の
な
ら
ば
、
安
然

が
天
台
側
で
初
め
て
三
船
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
は
現
段
階
で 

は
言
及
を
差
し
控
え
た
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

（
86
） 

補
記
と
し
て
、
近
年
、
三
船
と
『
釈
論
』
を
結
び
つ
け
る
も
の
に
『
竜
論
抄
』

な
る
新
出
の
資
料
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
を
検
討
し
た
論
考
が
後
藤
昭
雄
に

よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
（「
中
国
へ
伝
え
ら
れ
た
日
本
人
の
著
作
」（『
日
本
歴

史
』
六
一
〇
、一
九
九
九
年
）、「『
延
暦
僧
録
』「
淡
海
居
士
伝
」
佚
文
考
『
日
本

歴
史
』（
五
一
〇
、一
九
九
〇
年
）、「『
延
暦
僧
録
』
考
」（『
国
語
と
国
文
学
』

六
五
―
二
、一
九
八
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
そ
も
そ
も
『
竜
論
抄
』
な
る

文
献
は
、
大
阪
市
河
内
長
野
市
の
真
言
宗
金
剛
寺
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
文
献
は
『
釈
論
』
の
異
称
と
さ
れ
る
。
そ
の
文
献
の
な
か
に
、
三

船
の
事
績
を
記
録
し
た
『
延
暦
僧
録
』
に
記
載
さ
れ
る
「
淡
海
居
士
伝
」
と
、

平
安
末
期
の
南
都
を
代
表
す
る
学
僧
蔵
俊
（
一
一
〇
四
〜
一
一
八
〇
）
の
著
作

で
あ
る
『
大
意
抄
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
後
藤
は
『
竜

論
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
文
献
の
考
証
を
す
る
こ
と
で
、
三
船
に
『
大
乗
起
信
論

注
』
と
い
う
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
を
割
り
出
し
、
当
文
献
が
新
訳
実
叉
難
陀
訳

と
伝
え
ら
れ
る
新
訳
の
『
起
信
論
』
の
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
と
、
金
剛
寺
所
蔵
の
『
竜
論
抄
』

を
披
見
す
る
環
境
に
な
い
の
で
詳
し
く
言
及
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
『
竜
論
抄
』

と
い
う
文
献
は
『
釈
論
』
の
日
本
請
来
以
後
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き

た
の
か
そ
の
動
向
を
網
羅
し
て
い
る
よ
う
に
推
測
す
る
。
ま
た
筆
者
は
『
釈
論
』

が
新
訳
で
は
な
く
旧
訳
で
あ
る
真
諦
訳
の
注
釈
書
で
あ
る
点
を
重
視
す
る
。
す

な
わ
ち
『
竜
論
抄
』
に
引
用
さ
れ
る
三
船
の
『
起
信
論
』
に
対
す
る
著
作
が
、

同
論
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
を
知
る
上
で
は
有
効
な
資
料
に
な
る
と
評
価
で
き

る
も
の
の
、
新
訳
を
用
い
て
お
り
旧
訳
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
点
を
慎
重

に
取
り
扱
う
べ
き
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
87
） 

末
木
文
美
士
「
道
詮
『
群
家
諍
論
』
に
つ
い
て
」（『
三
論
教
学
の
研
究
』
春
秋

社
、
一
九
九
〇
年
、
五
七
三
頁
）
末
木
は
「
奈
良
期
末
期
か
ら
平
安
期
初
期
に

か
け
て
の
仏
教
界
は
、
天
台
・
真
言
の
新
興
宗
派
の
確
立
と
と
も
に
、
在
来
の

諸
宗
を
も
巻
き
込
ん
で
、
諸
宗
間
で
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
、
甚
だ
活
気
に

満
ち
た
時
代
で
あ
っ
た
。」
と
論
じ
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

　
『
釈
摩
訶
衍
論
』・
戒
明
・
淡
海
三
船
・
珍
聡
・
月
忠




